
お見せします！都内最古の石橋の裏 常磐橋　東京駅からほど近く。再開発なども進む日本有数のビジネス街を通る日本橋川に
架かる国指定史跡常盤橋門跡内「常磐橋(ときわばし)」が、修復工事を終え、5月上旬
から通行できるようになります。
　常磐橋は1877年(明治10年)に木橋から架け替えられた石橋で、都内に残る石橋としては庭園にあるものを除きもっとも古いものといわれて
います。しかし、東日本大震災により橋の積石が歪み、崩落の危険が生じたため、区は修復工事を行いました。区の土木工事部門が国指定
文化財の修復工事を実施するのは初めてのこと。通常の道路や橋梁と違い、機能性・安全性の向上だけでなく、その復元や文化的価値の保全
も必要となるため、工事は困難を極めました。必要な作業や手続きが一般的な工事と大きく異なり、思うようにスケジュールが把握できず、担当
者の間でも戸惑いがありました。しかし、完成した橋の美しいアーチを見ていただければ、その価値がきっと分かるはず。今号では、この工
事を通じて常磐橋の「裏側」を知っていただくとともに、橋の魅力と歴史について迫ります。
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国史跡「常磐橋」が生まれ変わりました

　東日本大震災で被害を受けた明治の
石橋「常磐橋」の修復が終わりました。
　2つの美しいアーチと文明開化期の
モダンな外観が特徴の橋ですが、本号
では、その作り方や歴史など裏側から
魅力に迫ります。
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今
回
の
工
事
は
、
東
日
本
大
震
災
の
揺

れ
で
被
災
し
た
橋
を
修
復
す
る
も
の
で
し

た
が
、
実
は
常
磐
橋
が
地
震
の
被
害
に
あ

う
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

1
9
2
3
年
（
大
正
12
年
）
に
発
生
し
た

関
東
大
震
災
に
よ
り
、
大
き
な
被
害
を
受

け
た
の
で
す
。
そ
の
後
、1
9
2
6
年(

同

15
年)

に
関
東
大
震
災
の
復
興
事
業
と
し
て

約
50
メ
ー
ト
ル
南
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の

頑
強
な
常
「
盤
」
橋
（
と
き
わ
ば
し
）
が

完
成
し
ま
し
た
。さ
ら
に
、1
9
8
8
年（
昭

和
63
年
）
に
は
常
磐
橋
か
ら
、
北
へ
約
50

メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
、
鋼
製
の
新
常
盤
橋

が
架
け
ら
れ
ま
し
た
。
今
回
修
復
し
た
一

番
古
い
常
磐
橋
を
含
め
て
、
こ
の
エ
リ
ア

に
は
「
と
き
わ
ば
し
」
を
冠
す
る
橋
が
３

つ
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
エ
リ
ア
で
は
再
開
発
も
進
ん
で
お
り
、

高
さ
3
9
0
メ
ー
ト
ル
の
「
T
o
r
c
h
 

T
o
w
e
r
（
ト
ー
チ
タ
ワ
ー
）」
の
建
設

も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
文
化

と
都
市
が
融
合
す
る
千
代
田
区
を
象
徴
す

る
エ
リ
ア
と
い
え
ま
す
。

　

関
東
大
震
災
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た

の
ち
、
常
磐
橋
は
長
い
間
、
修
理
さ
れ
ず
に

放
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
1
9
3
3
年

（
昭
和
8
年
）、
復
興
事
業
の
一
環
と
し
て

常
盤
橋
公
園
が
開
園
し
、
1
9
3
4
年
（
同

9
年
）
に
常
磐
橋
の
修
復
工
事
も
実
施
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
復
興
事
業
に
尽

力
し
た
の
は
、
新
一
万
円
札
の
肖
像
や
大

河
ド
ラ
マ
で
も
話
題
の
実
業
家
・
渋
沢
栄

一
で
す
。
震
災
当
時
83
歳
だ
っ
た
渋
沢
は
、

都
市
部
が
受
け
た
壊
滅
的
な
被
害
に
心
を

痛
め
、
震
災
救
護
や
復
興
事
業
を
積
極
的

に
進
め
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
渋
沢
自

身
は
1
9
3
1
年
（
昭
和
6
年
）
に
逝
去

し
て
い
ま
す
の
で
、
修
復
さ
れ
た
常
磐
橋

を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

経
済
産
業
や
社
会
事
業
な
ど
の
さ
ら
な
る

発
展
を
願
っ
た
渋
沢
の
遺
志
を
継
ぐ
「
渋

沢
青
淵
翁
記
念
会
」
の
多
額
の
寄
付
に
よ

り
、
常
磐
橋
一
帯
は
復
興
を
遂
げ
た
と
い

え
ま
す
。
常
磐
橋
は
そ
う
し
た
先
人
の
努

力
が
込
め
ら
れ
て
き
た
貴
重
な
史
跡
で
も

あ
る
橋
で
す
。

常
磐
橋
修
復
に

込
め
ら
れ
た
も
の
。

３
つ
の
橋
を
か
か
え
る
、

「
と
き
わ
ば
し
」
エ
リ
ア
。

文
明
開
化
期
か
ら
現
代
へ
想
い
を
橋
渡
し

常
磐
橋
を
築
造
時
の
姿
に
復
元
。

1 復元された常磐橋
2 道路公園課の坂牧さん（左）と地域まちづくり課の永野さん（右・

道路公園課所属時には工事を7年担当）
3 親柱の原石は茨城県から取り寄せた
4 解体前の橋。平成24年2月2日撮影

1

2

3 4
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今
回
の
工
事
で
は
、
修
復
（
破
損
な
ど

部
分
の
修
理
）・
補
強
（
災
害
へ
の
対
策
）・

復
元
（
建
設
当
時
の
姿
へ
）・
整
備
（
照
明

整
備
な
ど
）
の
４
つ
を
事
業
の
柱
と
し
ま

し
た
。

　

担
当
者
の
言
葉
で
特
に
心
に
残
っ
て
い

る
の
が
「
石
一
つ
も
文
化
財
」
と
い
う
も

の
で
す
。
取
り
外
す
石
は
あ
ら
か
じ
め
番

付
し
た
う
え
で
解
体
し
、
積
み
方
な
ど
を

記
録
（
写
真 
 

 

・
調
書
作
成
）
し
、
修

理
し
て
使
え
る
部
材
は
で
き
る
だ
け
再
利

用
し
、
復
元
時
に
元
通
り
に
積
み
な
お
す

と
い
う
膨
大
な
作
業
を
行
い
ま
し
た
。
そ

の
際
、
石
の
形
が
不
揃
い
で
も
、
そ
の
一

つ
ひ
と
つ
が
文
化
財
で
あ
る
た
め
、
修
理

し
て
使
え
る
石
は
で
き
る
だ
け
再
利
用
し
、

新
し
い
石
材
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
箇
所

で
も
す
べ
て
廃
棄
せ
ず
に
、
そ
れ
よ
り
小

さ
い
部
材
に
再
加
工
す
る
な
ど
し
ま
し
た
。

な
お
、
一
部
を
除
い
て
橋
に
使
わ
れ
て
い

る
石
は
備
前
岡
山
藩
主
・
池
田
光
政
ら
に

よ
っ
て
築
か
れ
た
江
戸
城
小
石
川
門
の
石

垣
の
再
利
用
と
判
明
し
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
新
し
い
石
材
が
必
要
な
と
き
は
、
同

じ
地
域
か
ら
石
を
調
達
す
る
な
ど
産
地
に

こ
だ
わ
り
ま
し
た
。

　

現
代
の
土
木
工
事
で
は
鋼
や
コ
ン
ク

リ
ー
ト
を
用
い
た
橋
の
工
事
が
基
本
で
す

が
、
今
回
の
よ
う
に
空か

ら

積づ

み
技
術
を
用
い

た
石
橋
の
工
事
は
、
千
代
田
区
で
は
初
め

て
の
こ
と
で
す
。
石
を
一
つ
ひ
と
つ
積
ん

で
仮
組
み
、
確
認
す
る
と
い
う
作
業
。
し

か
も
、
ほ
と
ん
ど
手
作
業
（
写
真 
 

 

）

で
す
。
う
ま
く
い
く
ま
で
何
度
も
積
み
直

し
を
行
い
、
半
年
近
く
も
費
や
し
ま
し
た
。

ま
た
、
前
述
し
た
関
東
大
震
災
後
の
昭
和

の
修
理
で
栗ぐ

り

石い
し
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め

て
あ
っ
た
た
め
、
解
体
が
困
難
で
し
た
。

こ
の
教
訓
か
ら
、
今
回
の
工
事
で
は
将
来

的
に
ま
た
修
理
を
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
、

石
材
の
取
り
外
し
が
で
き
る
よ
う
に
、
石

の
表
面
に
和
紙
を
吹
き
付
け
、
石
同
士
を

縁
切
り
し
、
後
世
の
補
修
に
も
気
を
つ
か

い
ま
し
た
。

　

意
匠
に
つ
い
て
も
ど
の
時
代
の
デ
ザ
イ

ン
を
生
か
す
か
、
多
く
の
議
論
が
交
わ
さ

れ
ま
し
た
。
単
に
明
治
の
建
設
当
時
に
修

復
・
復
元
す
る
だ
け
で
な
く
、
関
東
大
震

災
時
の
修
復
の
痕
跡
（
写
真 　

）
を
残
し
、

史
跡
と
し
て
の
価
値
を
継
承
す
る
工
夫
も

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

史
跡
工
事
に
は
許
認
可
・
調
整
な
ど
の

さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
や
専
門
家
か
ら
の
意

見
聴
取
も
必
要
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場

で
は
工
事
担
当
者
、
施
工
主
、
石
工
職
人
、

文
化
財
担
当
者
な
ど
工
事
に
関
わ
っ
た
す

べ
て
の
人
が
お
互
い
の
意
見
を
ぶ
つ
け
合

い
ま
し
た
。
完
成
し
た
常
磐
橋
を
見
る
際

は
、
細
部
に
も
ぜ
ひ
注
目
し
、
作
り
手
の

苦
労
に
も
想
い
を
馳
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
「
３
月
11
日
に
東
日
本
大
震
災
の
発
生
か

ら
10
年
目
の
節
目
を
迎
え
た
今
、
常
磐
橋

が
無
事
修
復
で
き
た
こ
と
に
大
き
な
意
味

を
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
管
理
者
と
し
て
安

全
な
橋
を
作
る
と
い
う
使
命
を
果
た
す
と

と
も
に
、
文
化
財
の
価
値
も
守
り
な
が
ら

完
成
で
き
た
こ
と
が
良
か
っ
た
で
す
」
と
、

工
事
担
当
者
は
満
足
げ
に
話
し
ま
す
。
修

復
に
携
わ
っ
た
多
く
の
人
は
、
常
磐
橋
の

歴
史
的
価
値
だ
け
で
な
く
、
明
治
に
石
橋

を
架
け
た
人
、
関
東
大
震
災
か
ら
復
興
さ

せ
た
人
の
想
い
も
紡
い
で
い
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

文
明
開
化
期
を
象
徴
す
る
国
指
定
史
跡

の
「
常
磐
橋
」。
明
治
維
新
、
関
東
大
震
災
、

首
都
高
速
道
路
の
開
通
、
東
日
本
大
震
災

な
ど
、
そ
の
景
観
は
時
代
を
反
映
し
て
移

り
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
近
い
将
来
、
頭

上
を
走
る
首
都
高
速
道
路
は
地
下
化
さ
れ

る
計
画
と
な
っ
て
お
り
、
再
開
発
を
控
え

た
こ
の
エ
リ
ア
か
ら
ま
す
ま
す
目
が
離
せ

ま
せ
ん
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
が
詰
ま
っ
た
常
磐
橋

を
、
令
和
の
今
、
渡
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

「
石
一
つ
も
文
化
財
」。

常
磐
橋
修
復
工
事
の
内
容
。

修
復
を
終
え
て
。

5
7
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史
跡
常
盤
橋
門
跡
は
、
江
戸
城
に
関
連
す
る
区

内
の
３
つ
の
史
跡
（
ほ
か
に
江
戸
城
跡
、
江
戸
城

外
堀
跡
）
の
中
で
最
も
早
く
に
指
定
さ
れ
た
史
跡

で
す
。
現
在
は
東
京
駅
八
重
洲
口
を
す
ぐ
そ
ば
に

臨
む
場
所
に
位
置
し
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
当

時
に
は
江
戸
城
大
手
門
筋
を
目
指
す
場
合
の
外
堀

の
正
門
だ
っ
た
場
所
で
す
の
で
、今
も
昔
も
江
戸・

東
京
の
街
の
玄
関
と
い
う
役
割
を
担
っ
た
場
所
と

い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

江
戸
時
代
に
木
橋
だ
っ
た
と
き
の
様
子
は
、
こ

れ
ま
で
数
枚
の
古
写
真
し
か
手
が
か
り
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
今
回
石
橋
の
修
理
を
す
る
中
で

遺
構
が
み
つ
か
り
、
初
め
て
発
掘
調
査
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
明
治
期
に
架
け
ら
れ

た
石
橋
に
つ
い
て
も
、
捨す
て
土ど

台だ
い
や
胴ど

う
木ぎ

、
松ま

つ
杭ぐ

い
な

ど
が
多
数
み
つ
か
り
、
橋
を
架
け
た
当
時
の
技
術

を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
修
理
さ

れ
た
橋
と
と
も
に
新
た
に
分
か
っ
た
歴
史
も
、
今

後
の
展
示
な
ど
を
通
じ
て
未
来
に
伝
え
て
い
き
た

い
で
す
。

　

今
回
修
理
し
た
石
橋
の
中
に
は
、
路
面
に
見
え

る
歩
車
道
分
離
帯
や
、
唐
草
の
よ
う
な
手て

摺す
り
柵さ

く
な

ど
、
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
橋
の
歴
史
が
体
験
で
き
る

ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
古
写
真
や
資

料
な
ど
を
頼
り
に
復
元
に
成
功
し
た
も
の
で
す
。

橋
を
渡
る
と
き
に
は
、
ぜ
ひ
両
岸
か
ら
の
眺
め
を

楽
し
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
明
治
東
京
の
玄
関
口

に
架
け
ら
れ
た
文
明
開
化
の
華
や
か
な
石
橋
が
、

令
和
東
京
の
玄
関
口
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
き

た
よ
う
に
見
え
る
は
ず
で
す
。

広場や商業施設なども
充実し、ますます目が
離せないエリアに！

常磐橋の歴史と価値

東京駅前常盤橋プロジェクト

「TOKYO TORCH」
2021年6月に常盤橋タワー

（高さ212m）、 2027年度に
Torch Tower（高さ390m）
が竣工予定。

千
代
田
探
訪

時
代
を
駆
け
る
橋

常磐橋編

常磐橋とともに、発掘調査などから分かった
当時の技術などの歴史を、今後の展示など
を通じて未来に伝えていきたいです。

橋と歴史を未来に伝えたい

▲常磐橋右岸の地下遺構

▲昭和 31 年（1956 年）頃の様子
「写真提供：中央区立京橋図書館」

日比谷図書文化館 文化財事務室 学芸員
篠原杏奈さん（左）、相場峻さん（右）
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①男女共同参画センターMIW相談室のみ実施
②会議利用は休止。法要利用も夜間枠（18時～22時）の利用は休止
③臨時休館。受付業務は通常どおり（9時～19時）実施
④一部施設の貸し出しを中止
⑤一部施設の貸し出し・プール開放は中止（予約など窓口受付は可）

と　き

施　設　名

4月 5月
29 30 1 2 3 4 5
木
（祝） 金 土 日 月

（祝）
火
（祝）

水
（祝）

区役所・消費生活センター・出張所 休 休 休 休 休 休
総合窓口課（区役所２階）　 休 休 休 休 休 休
男女共同参画センターＭＩＷ 休 ① ① 休 休 休 休
区民館・集会室 休 休 休 休 休 休 休
ちよだプラットフォームスクウェア・会議室 休 休 休 休 休 休 休
千代田万世会館  ② ② ② ② ② ② ②
九段生涯学習館        休 休 休 休 休 休 休
スポーツセンター 休 休 休 休 休 休 休
外濠公園総合グラウンド 休 休 休 休 休 休 休
花小金井運動施設 休 休 休 休 休 休 休
夢の島東少年野球場 休 休 休 休 休 休 休
江戸川河川敷少年サッカー場 休 休 休 休 休 休 休
内幸町ホール ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
アーツ千代田 3331
コミュニティスクール（昌平童夢館）

④ ④ ④ ④ ④ ④ ④

コミュニティスクール（神田さくら館）
コミュニティスクール（麹町小学校）
コミュニティスクール（富士見みらい館）
区営千鳥ヶ淵ボート場 休 休 休 休 休 休 休
富士見わんぱくひろば（富士見みらい館内） 休 休 休 休 休
ちよだパークサイドプラザ

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

いずみこどもプラザ（ちよだパークサイドプラザ内） 休 休 休 休 休
西神田児童センター 休 休 休 休 休

と　き

施　設　名

4月 5月
29 30 1 2 3 4 5
木
（祝） 金 土 日 月

（祝）
火
（祝）

水
（祝）

児童館（神田・四番町・一番町） 休 休 休 休 休
子育てひろば「あい・ぽーと」麹町
児童・家庭支援センター（神田さくら館内） 休 休 休 休 休
子ども発達センターさくらキッズ 休 休 休 休 休
地域福祉交通「風ぐるま」   
障害者福祉センターえみふる
ジョブ・サポート・プラザちよだ 休 休 休 休 休 休
障害者よろず相談　MOFCA( モフカ） 休 休 休 休 休
相談センター（かがやきプラザ内）
高齢者活動センター（かがやきプラザ内） 休 休 休 休 休 休 休
いきいきプラザ一番町             
岩本町ほほえみプラザ 
高齢者あんしんセンター麹町 休
高齢者あんしんセンター神田 休
千代田保健所 休 休 休 休 休 休
休日応急診療所（千代田保健所内） 休 休
リサイクルセンター鎌倉橋 休 休 休 休 休 休 休
千代田清掃事務所・飯田橋車庫 休
千代田図書館   

⑩
⑪

⑩
⑪

⑩ ⑩ ⑩

日比谷図書文化館（常設展示室を含む） ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪
日比谷図書文化館文化財事務室 休 休 休 休 休 休
四番町図書館 ⑪ ⑪ ⑪ 休 ⑪ ⑪ ⑪
昌平まちかど図書館 /神田まちかど図書館 ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪

⑥すべての施設貸し出しを休止。1階受付業務は実施
⑦一時預かり保育「こみち」を除き休館
⑧開所時間は10時～17時
⑨いきいきプラザ一番町、岩本町ほほえみプラザの区民施設は休業
⑩資源とごみの収集業務のみ実施
⑪臨時休館。事前予約資料の貸し出しのみ実施

令和 3 年度  春の大型連休  休館一覧表

　国からのワクチンの配送時期の変更により、接種券の発送時期
などが現在未定となっています。新型コロナウイルス感染症のワク
チン接種券は、国が定めた接種順位により、高齢者から順次発送し
ます。発送時期は、決まりしだい区のHPや広報千代田などでお知ら
せします。接種券がお手元に届いたら、電話、インターネットまた
は区の公式LINEから予約ができるようになります。

新型コロナウイルスワクチン接種について

問合せ　千代田区コロナウイルスワクチン接種コールセンター☎5211-
4114（平日9時～17時）、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
0120-761-770（毎日9時～21時）

相談窓口　千代田会館8階（九段南1-6-17）（平日9時～17時）

友だち登録はこちらから▶
※もしくは「千代田区 LINE」で検索し、
「友だち追加」⇒「追加」

◆千代田区LINE公式アカウント

ワクチンへの不安や疑問を解消するために、
医師などにより始められたプロジェクトです。
L INEで友だち登録をするだけで、新型コロナ
ウイルス感染症のワクチン接種について、手軽に
質問することができます。

◆LINEアカウント「コロワくんの相談室」

　現在、高齢者の皆さんの接種をスムーズ
に行えるよう、医師会と連携しながら会場
レイアウトなどの準備を進めております。

◆高齢者向けの接種会場 準備の様子

今回の対象者を教えて？

予約方法を教えて？

接種開始日と場所は？

65歳以上の方が対象です。

電話03-5211-4114
またはインターネットです。

区役所・万世橋区民館です。
接種期間は予約券と同封します。

システムメンテナンスのため、５月１日(土)
～５日（水・祝）終日、すべての証明書コンビニ
交付サービスを休止します。最新の情報は区
のＨＰでご確認ください。
　ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力を
お願いします。
問合せ　総合窓口課住民記録係☎5211-4200

証明書コンビニ交付サービス休止のお知らせ

　区は、特殊詐欺被害の対策として、「自動通話録音機」を無料で設
置しています。
　自動通話録音機を固定電話に取り付けると、「この電話は、振り込
め詐欺などの犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます」と
いうメッセージが流れ、その後に呼び出し音が鳴るようになります。
※家屋によって設置できない場合があります
対象　区内在住で65歳以上の方がいる世帯
申請方法　申請書を受付場所に直接提出、または問合せ先へ郵送
申請書の配布・受付場所　問合せ先、保健
福祉部窓口(区役所3階)、出張所、区内警
察署、高齢者あんしんセンター麹町(一番町
12)・神田(神田淡路町2-8-1)
自動通話録音機の大きさ
縦10cm×横12cm×幅3cm
問合せ　在宅支援課在宅支援係☎6265-6482
（九段南 1-6-10 かがやきプラザ１階）

特殊詐欺を防ぎましょう
自動通話録音機を無料で設置！

区
政
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
⑤ ⑤
⑤ ⑤

⑤
⑤

⑤
⑤

⑤ ⑤ ⑤
⑤ ⑤ ⑤

⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥

⑦ ⑦ ⑦ ⑦⑦

⑧

⑨ ⑨ ⑨⑨⑨⑨⑨
⑨ ⑨ ⑨⑨⑨ ⑨ ⑨

⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪
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難
聴
で
あ
り
な
が
ら
、
身
体
障
害

者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
方

が
補
聴
器
を
購
入
す
る
と
き
に
、
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
事
前
の
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
身
体
障
害
者
手
帳
の
対
象
と

な
ら
な
い
程
度
の
聴
力
で
、
家
族
な

ど
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取

り
に
く
い
次
の
①
～
⑥
す
べ
て
に
該

当
す
る
方

①
区
内
に
住
所
を
有
し
、
現
に
居
住

し
て
い
る

②
聴
覚
障
害
に
よ
る
身
体
障
害
者
手

帳
を
所
持
し
て
い
な
い

③
補
聴
器
の
必
要
性
を
認
め
る
医
師

の
意
見
書
が
得
ら
れ
る

④
片
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
40
デ
シ
ベ

ル
以
上
で
あ
る

⑤
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
等
の
所

得
が
「
千
代
田
区
障
害
者
福
祉
手
当

の
所
得
基
準
（
下
表
）」の
範
囲
内

で
あ
る

⑥
過
去
に
区
か
ら
こ
の
制
度
に
よ
る

助
成
を
受
け
て
い
な
い
ま
た
は
助
成

の
決
定
を
受
け
た
日
か
ら
５
年
を
経

過
し
て
い
る

《所得基準額表》

扶養
人数 本人の所得

本人が 20 歳未満の場合
扶養義務者または

配偶者の所得

0人 360万4,000円 628万7,000円

1人 398万4,000円 653万6,000円

2人 436万4,000円 674万9,000円

3人 474万4,000円 696万2,000円

4人 512万4,000円 717万5,000円

5人 550万4,000円 738万8,000円

助
成
額　
補
聴
器
購
入
費
の
9
割

（
上
限
５
万
円
）

問
合
せ　
障
害
者
福
祉
課
障
害
者
福

祉
係

☎
５
２
１
１
–４
2
1
4

介
護
保
険
運
営
協
議
会
委
員
を
募
集

難
聴
の
方
へ　
補
聴
器
購
入
費
助
成

　
介
護
保
険
の
運
営
に
つ
い
て
、
区

民
の
皆
さ
ん
か
ら
意
見
を
聞
く
「
介

護
保
険
運
営
協
議
会
」
の
委
員
を
募

集
し
ま
す
。

対
象　
区
内
在
住
で
、
高
齢
者
介
護

の
経
験
が
あ
る
か
、
高
齢
者
福
祉
に

関
心
の
あ
る
方

定
員　
若
干
名
（
選
考
）

任
期　
6
月
～
令
和
6
年
５
月
（
３

年
間
）

運
営
協
議
会　
年
に
2
～
4
回
程

度
（
平
日
の
夜
に
開
催
）

申
込
方
法　
5
月
10
日
（
月
）（
必

着
）
ま
で
に
郵
送
ま
た
は
直
接
提

出
（
12
面
記
入
例
参
照
／
応
募
動
機

〈
4
0
0
字
程
度
／
様
式
自
由
〉
も

記
入
）

問
合
せ　
高
齢
介
護
課
高
齢
介
護

係
（
区
役
所
3
階
）

☎
５
２
１
１
–4
3
2
1

〒
１
０
２

-

８
６
８
８ 

九
段
南
１

-

２

-

１

■
ア
ス
ベ
ス
ト
調
査
員
派
遣

　
ア
ス
ベ
ス
ト
調
査
員
を
派
遣
し
て
、

原
則
無
料
で
露
出
吹
き
付
け
材
の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
調
査
を
行
い
ま
す
。

対
象　
区
内
の
民
間
建
築
物　
　

申
請
期
限　
12
月
10
日
（
金
）

サ
ン
プ
ル
採
取
期
限　
12
月
24
日

（
金
）

■
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
工
事
助
成

　
露
出
吹
き
付
け
材
の
ア
ス
ベ
ス
ト
除

去
工
事
費
用
の一部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象　
次
の
い
ず
れ
か
の
建
築
物

・住
宅
の
駐
車
場
、倉
庫
な
ど
、分
譲・

賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
の
共
用
部
分
、
機

械
式
立
体
駐
車
場

※
助
成
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

助
成
割
合　
工
事
費
用
の
３
分
の

２
（
消
費
税
を
除
く
）

限
度
額　
機
械
式
立
体
駐
車
場
＝

１
棟
１
４
０
０
万
円
、
そ
の
他
＝

１
０
０
万
円

申
請
期
限　
9
月
24
日
（
金
）　

工
事
完
了
期
限　
12
月
24
日（
金
）

問
合
せ　
建
築
指
導
課
安
全
対
策

担
当
☎
５
２
１
１
–４
３
１
5

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策

調
査
員
派
遣
と
除
去
工
事
助
成

　

４
月
１
日
現
在
の
軽
自
動
車・

オ
ー
ト
バ
イ（
原
動
機
付
自
転
車
を

含
む
）の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
に
、

５
月
11
日（
火
）に
納
税
通
知
書
を
お

送
り
し
ま
す
。5
月
31
日（
月
）ま
で

に
金
融
機
関
、郵
便
局
、税
務
課（
区

役
所
２
階
）、出
張
所
、指
定
の
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア（
※
）で
納
め
て

く
だ
さ
い
。モ
バ
イ
ル
レ
ジ
サ
ー
ビ

ス（
★
）で
も
納
め
ら
れ
ま
す
。

※
納
税
通
知
書
の
裏
面
に
記
載

★
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ
る
納
付

■
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
減
免

　
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
減
免
が
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
の
で
該
当
の
方
は
お
早

め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
方

減
免
台
数　
１
人
１
台（
自
動
車
税
、

軽
自
動
車
税
の
い
ず
れ
か
）

申
請
期
限　
5
月
31
日（
月
）

※
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
合
せ　
税
務
課
納
税
促
進
係

☎
５
２
１
１-

４
１
９
３

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の

納
税
通
知
書
を
５
月
中
旬
に
送
付

「
錦
華
公
園
改
修
整
備
」第
6
回
意
見
交
換
会

　
前
回
の
意
見
交
換
会
や
こ
れ
ま
で

の
検
討
結
果
を
も
と
に
、
第
6
回
意

見
交
換
会
を
行
い
ま
す
（
検
討
状
況

は
区
H
P
に
掲
載
中
）。

と
き　
5
月
12
日
（
水
）
18
時
～
19

時
30
分
（
予
定
）

会
場　
神
保
町
出
張
所
２
階
会
議
室

定
員　
20
名
（
申
込
順
）

申
込
方
法　
事
前
に
電
話
、
フ
ァ

ク
ス
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
（
12
面
記
入

例
参
照
）
で
問
合
せ
先
へ

問
合
せ　
道
路
公
園
課
計
画
･
設

計
係
☎
５
２
１
１
‒
４
２
４
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
３
２
６
４
‒
４
７
９
２

d
o
u
ro
ko
u
en
@
city

.
chiyoda.lg.jp

5月は
消費者
月間

新しい「スマート」「快適」生活様式
～マスクをしてもストレスフリーに！

アロマスプレーづくり～

とき　5月14日(金)10時～12時
会場　区役所4階401会議室
定員　20名（申込順）
内容　マスク用のアロマスプレーづくり
講師　円山カヲリ氏(ブレインタッチ®専門サロン 一休の
　　　 ひらめき代表)
申込方法　電話、ファクスまたはEメール(12面記入例参
 　　　　　照)で問合せ先へ
問合せ　消費生活センター☎5211-4179 FAX 3261-5908
shohi-c@city.chiyoda.lg.jp

延期した講座です！

Ｃ
Ｅ
Ｓ
環
境
活
動
普
及
助
成
制
度
の

助
成
金
申
請
に
応
募
し
ま
せ
ん
か

対
象　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

す
活
動
①
個
人
ま
た
は
団
体
が
行
う

活
動
で
あ
る
②

CO2
削
減
普
及
啓
発
の

た
め
の
活
動
で
あ
る
③
原
則
と
し
て

令
和
３
年
６
月
１
日
～
12
月
31
日
に

終
了
す
る
活
動
で
あ
る
④
活
動
内
容

が
学
習
会
、
講
習
会
、
講
座
、
イ
ベ

ン
ト
、
体
験
学
習
な
ど
で
あ
る

助
成
内
容　
10
万
円
（
１
活
動
／

上
限
額
）

申
込
方
法　
８
月
31
日（
火
）（
※
）

ま
で
に
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

Ｅ
メ
ー
ル
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
。
詳
し
く

は
問
合
せ
先
の
Ｈ
Ｐ
「
Ｃ
Ｅ
Ｓ
環
境
活

動
普
及
助
成
の
手
引
き
」
を
参
照

※
事
業
実
施
の
2
週
間
前
ま
で
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ　

 

（
一
社
）
千
代
田
エ
コ
シ

ス
テ
ム
推
進
協
議
会
事
務
局

☎
５
２
１
１-

５
０
８
５

F
A
X
３
２
２
１-

３
４
０
５

  info@
chiyoda-ces.jp

https://chiyoda-ces.jp

「
文
化
芸
術
の
秋
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」

実
行
委
員
を
募
集

　
「
千
代
田
区
文
化
芸
術
の
秋
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
」の
企
画・運
営
を
行
う

実
行
委
員
を
、部
門
ご
と
に
募
集
し

ま
す
。

※
第
１
回
実
行
委
員
会
は
５
月
27
日

（
木
）に
開
催
予
定

対
象　
次
の
①
～
④
の
い
ず
れ
か
の

活
動
を
し
て
い
る
区
内
の
団
体
の
方

（
学
校
教
育
活
動
の
団
体
を
除
く
）

①
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部
門

②
コ
ー
ラ
ス
部
門

③
芸
能
部
門（
ダ
ン
ス・舞
踊
な
ど
）

④
作
品
部
門（
絵
画・書
道・写
真・陶

芸・手
芸
な
ど
）

定
員　
若
干
名（
選
考
あ
り
）

申
込
方
法　
５
月
14
日（
金
）（
必
着
）

ま
で
に
ハ
ガ
キ
、フ
ァ
ク
ス
ま
た
は

Ｅ
メ
ー
ル（
12
面
記
入
例
参
照
／
参

加
部
門
も
記
入
）で
問
合
せ
先
へ

問
合
せ　
文
化
振
興
課
文
化
振
興
係

☎
５
２
１
１   -

３
６
２
８

F
A
X
３
２
６
４-

１
４
６
６

bunkashinkou@
city.

chiyoda.lg.jp

〒
１
０
２-

８
６
８
８
九
段
南
１-

２-

１

C i t y  I n f o r m a t i o n

4
20

2 0 21
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現
在
利
用
中
の
方
も
、
6
月
30
日

（
水
）
で
期
限
が
切
れ
て
利
用
で
き

な
く
な
る
た
め
、
新
た
に
申
し
込
み

が
必
要
で
す
。

募
集
場
所・予
定
台
数　
下
表（
抽

選
）

利
用
期
間　
７
月
１
日
（
木
）～
令

和
4
年
６
月
30
日
（
木
）

対
象　
通
勤
・
通
学
・
業
務
で
利

用
す
る
個
人
ま
た
は
法
人

登
録
手
数
料　

・
自
転
車
=
区
内
在
住
者
・
高
校

生
以
下
３
０
０
０
円
、
そ
の
他
の
方

６
０
０
０
円

・
原
動
機
付
自
転
車
（
50
㏄
以
下
）

=
区
内
在
住
者
３
５
０
０
円
、
そ
の

他
の
方
７
０
０
０
円

申
込
方
法　
５
月
6
日（
木
）～
21
日

（
金
）
に
所
定
の
申
請
書
と
必
要
書

類
を
郵
送
ま
た
は
直
接
問
合
せ
先
へ

※
郵
送
の
場
合
は
５
月
19
日
（
水
）

（
消
印
有
効
）
ま
で

※
直
接
提
出
の
場
合
は
出
張
所
で
も

受
け
付
け
可
能

申
請
書
の
配
布
場
所　
問
合
せ
先
、

出
張
所

※
区
の
H
P
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
可

必
要
書
類

・
区
内
在
住
者
＝
運
転
免
許
証
な
ど

住
所
を
証
明
す
る
も
の
の
コ
ピ
ー

・
高
校
生
以
下
＝
学
生
証
な
ど
の
コ

ピ
ー

・
原
動
機
付
自
転
車
の
利
用
希
望
者

＝
標
識
交
付
証
明
書
の
コ
ピ
ー

※
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
者
の

方
や
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
・
東
京
都
愛
の
手

帳
を
お
持
ち
の
方
で
優
先
登
録
な
ど

を
希
望
さ
れ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

問
合
せ　
環
境
ま
ち
づ
く
り
総
務
課

交
通
対
策・監
察
係（
区
役
所
５
階
）

☎
５
２
１
１-

４
３
４
５

そ
の
他　
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
な

ど
へ
の
加
入
が
義
務
化
に
な
り
ま
し

た
。
加
入
し
て
い
な
い
場
合
は
お
早

め
に
ご
加
入
く
だ
さ
い

靖国通
り

神保町
→

九段下駅第1自転車駐車場

九段下
駅

→

飯
田
橋

九段下駅第2自転車駐車場

首
都
高
速
５
号
池
袋
線九段下郵便局

募集場所・募集予定台数
自転車

駐車場名 場　所 自転車 原動機付
自転車※

九段下駅第１ 九段北 1-2 ～ 3先 50 台 10 台

九段下駅第２ 神田神保町 3-7 先 80 台 20 台

※原動機付自転車は、50cc 以下の第 1種に限る

九
段
下
駅
第
１・第
２
自
転
車
駐
車
場
の
利
用
者
募
集

世帯人数（人） 助成額（月額）
親元近居 区内転居 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目
6 ～ 8～ 8万円 7.2 万円 6.4 万円 5.6 万円
5 7 7 万円 6.3 万円 5.6 万円 4.9 万円
4 6 6 万円 5.4 万円 4.8 万円 4.2 万円
3 5 5 万円 4.5 万円 4万円 3.5 万円
2 4 4 万円 3.6 万円 3.2 万円 2.8 万円

3 3万円 2.7 万円 2.4 万円 2.1 万円
2 2万円 1.8 万円 1.6 万円 1.4 万円

世帯人数（人） 助成額（月額）
親元近居 区内転居 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目
6 ～ 8～ 4.8 万円 4万円 3.2 万円 2.4 万円
5 7 4.2 万円 3.5 万円 2.8 万円 2.1 万円
4 6 3.6 万円 3万円 2.4 万円 1.8 万円
3 5 3 万円 2.5 万円 2万円 1.5 万円
2 4 2.4 万円 2万円 1.6 万円 1.2 万円

3 1.8 万円 1.5 万円 1.2 万円 9,000 円
2 1.2 万円 1万円 8,000 円 6,000 円

区の独自事業  
次世代育成住宅助成 家賃、ローンの一部を助成
　区は、住宅にかかる家賃・ローンの一部を助成する「次世代育成住宅助成」を独自
に実施しています。
　詳しい要件や申請方法などは、区のHPをご覧になるか、お問い合わせください。
※住み替え先の物件の契約前に申請が必要

■親元近居助成
対象　区内に 5年以上居住する親世帯の近くに住み替える新婚世帯・子育
て世帯
■区内転居助成
対象　区内に1年以上居住し、区内のより広い住宅に住み替える子育て世帯

いずれも
申請期限　令和４年３月 31日（木）　募集世帯数　各 50世帯（申込順）
助成内容　下表　　　問合せ　住宅課住宅管理係☎5211-3607

コースの種類・保険料・保険額

コース 補償内容 一時払（★）
保険料 最高保険額

A 区民交通傷害Aコース
＋被害事故補償 900円 150万円(交通傷害)

＋600万(被害事故補償)

B 区民交通傷害 Bコース
＋被害事故補償

1,500円 350万円(交通傷害)
＋600万(被害事故補償)

C 区民交通傷害Cコース
＋被害

2,500円 600万円(交通傷害)
＋600万(被害事故補償)

XJ
区民交通傷害 Xコース
＋被害事故補償
＋自転車賠償責任プラン

1,400円
35万円(交通傷害)
＋600万(被害事故補償)
＋1億(自転車賠償)

AJ
区民交通傷害Aコース
＋被害事故補償
＋自転車賠償責任プラン

1,900円
150万円(交通傷害)
＋600万(被害事故補償)
＋1億(自転車賠償)

BJ
区民交通傷害 Bコース
＋被害事故補償
＋自転車賠償責任プラン

2,500円
350万円(交通傷害)
＋600万(被害事故補償)
＋1億(自転車賠償)

CJ
区民交通傷害Cコース
＋被害事故補償
＋自転車賠償責任プラン

3,500円
600万円(交通傷害)
＋600万(被害事故補償)
＋1億(自転車賠償)

★保険料の払込方法の一つで、保険契約時に全保険契約期間の保険料を払い込むこと

 ■区民交通傷害保険とは
　自動車などによる交通事故でケガをした場合に、入院・通院の治
療日数と治療期間に応じて、保険金が支払われる制度です。

 ■自転車を利用する方へ
　自転車運転中の加害事故によって、法律上の損害賠償責任が発生
した場合にその損害賠償金が補償される「自転車賠償責任プラン」が
付帯したコースもあります。
　令和2年4月から「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関
する条例」で自転車利用者は、自転車事故の損害賠償責任に備えた
保険への加入が義務化されました。自転車に乗る方は、自転車賠
償責任プラン付帯のコース（XJ、AJ、BJ、CJ）への加入がおすす
めです。
　この案内は概要を説明したものです。詳しい保険の内容は、リーフ
レット(区内金融機関・郵便局で配布)をご覧いただくか引受保険会社
にお問い合わせください。
加入資格　7月1日(木)現在の区内在住者
保険期間　令和3年7月1日(木)0時～令和4年6月30日(木)24時
申5月6日(木)～6月18日(金)に区内金融機関・郵便局にある申込
書に保険料を添えて区内金融機関・郵便局窓口へ
※申請書・リーフレットを設置していない支店などもあり
※期間外の加入は不可
引受保険会社　損害保険ジャパン(株)東京公務開発部営業開発課
☎3349-9666(平日9時～17時)
問環境まちづくり総務課交通対策・監察係☎5211-4345
　(承認番号：SJ20-16750 令和3年3月15日作成)

区は、令和3年度から区民交通傷害保険を導入します。
この保険は、少額の保険料で加入できます。

区民交通傷害保険がはじまります
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　広島、長崎、沖縄・鹿児島への平和使節団の参加者を募集します。
　参加者は現地で戦争体験者から体験談を聞いたり、資料館や戦跡を見学
したりすることを通じて、平和の大切さを学びます。
　また、派遣後は現地での体験を区民に伝えていただくととともに、区の
平和事業に協力をしていただきます。

派遣先　次のいずれか 1つ①広島②長崎③沖縄・鹿児島
事前・事後研修などの日程　表 1
派遣日程・内容・参加費　表 2
対象　一般枠＝ 15 歳以上 30 歳未満（中学生を除く）の区内在住・在勤・在学

者（選考は作文）、小中学生枠＝区内在住・在学の小学校 6年生～中学
生（選考は作文と面接〈面接日は別途通知〉）

　　　※小学 6年生は広島・長崎のみ若干名の募集
　　　※いずれも初めての方と区内在住者を優先　
定員　各枠合計 19名程度（内訳：広島、長崎各 7名、沖縄・鹿児島 5名）
申込方法　5月 18日（火）17時 ( 必着 ) までに応募申込書と作文（応募動機※）
　　　　　を郵送、Eメールまたは直接問合せ先まで
　　　　　※小中学生：400字～800字程度、 高校生以上：800字～1,200字程度
応募申込書の配布場所　問合せ先（区のHP〈「平和使節団」で検索〉からダウンロードも可）
問合せ　国際平和・男女平等人権課国際平和担当 (区役所 6階 ) ☎ 5211-4165
　　　　 kokusaidanjo@city.chiyoda.lg.jp　〒 102-8688 九段南 1-2-1

▼表 1　事前・事後研修などの日程（すべての参加が必須）

内容 とき 会場

事前研修会Ⅰ【合同】 6 月 26 日（土）13 時～ 17 時 区役所会議室、 昭和館、
しょうけい館

結団式 7 月 30 日（金）18 時 30 分～ 19
時 30 分 区役所会議室

事後研修会【派遣先別】 派遣先ごとに決定 報告会に向けた打合せ

報告会 9 月 10 日（金）（予定） 区役所会議室（予定）

■使節団の派遣趣旨・今年度の派遣日程について
　区は、「世界の恒久平和を実現するために積極的に行動する」ことを目指し、
平成 7年に「国際平和都市千代田区宣言」を行いました。この宣言に基づき、
人類史上初めて原子爆弾の被害を受けた広島・長崎、先の大戦の激戦地・沖縄、
沖縄戦における特攻の出撃地・鹿児島へ、毎年、平和使節団を派遣しています。
　例年「広島」「長崎」への派遣は記念式典参列のため、それぞれ 8月 6日、9日
をはさんだ日程でしたが、今年度は式典に参列しないため、2泊から 1泊に短縮
しました。

～平和の大切さを学び伝える～
広島、長崎、沖縄・鹿児島の平和使節団の参加者募集

災害に備えて
帰宅困難者受入協定、物資・車両提供の協定 

　区は、大規模災害時における帰宅困難者などの自社施設などへの受け入れや、製品の優先供給・車両の提供について、
区内企業など 13 社と災害支援に関わる協定を締結しました。 

　なお、帰宅困難者は区全体で 97 施設、最大 4 万 3,162 人の受け入れが可能となっています。

問合せ　災害対策 ･危機管理課災害対策推進係☎ 5211-4186

日程 8 月 19 日（木）～ 22 日（日）
訪問先（予定）糸数の壕

がま

、平和祈念公園、平和の
礎
いしじ

、ひめゆりの塔、対馬丸記念館、知覧特攻平
和会館
参加費　一般 3 万円、中高生 2 万円

沖縄・鹿児島

日程　8 月 11 日（水）～ 12 日（木）
訪問先（予定）　永井隆記念館、平和祈念公園、
長崎原爆資料館
参加費　一般 1 万 4,000 円
　　　　中高生 7,000 円、小学生 5,000 円

長　崎

日程　8 月 9 日（月）～ 10 日（火）
訪問先（予定）　本町小学校資料館、呉大和ミュー
ジアム、広島平和記念資料館、平和記念公園
参加費　一般 1 万 4,000 円
　　　　中高生 7,000 円、小学生 5,000 円

広　島

※参加費はいずれも事前研修会の入館料、派遣期間中の交通費・宿泊費・食事代を含む。自己都合での参加取りやめ時に、取消料が発生する場合あり

▼表 2　派遣日程・内容・参加費

■帰宅困難者受入協定 10 社
日本工営（株）、三菱地所（株）、東京商工会議所、（株）東京會舘、
日本テレビ放送網（株）、Otemachi one 管理組合、日本海運会館、
第一生命保険（株）、農林中央金庫、（株）第一ビルディング

■災害時の応急対応（★）への協力企業 3 社　
★災害時等の簡易ベッド等の優先供給や輸送車両、給電車両の提供
川上産業（株）、トヨタモビリティサービス（株）、トヨタモビリ
ティ東京（株）

水素自動車
（トヨタ
モビリティ
サービス（株））

防災用
簡易ベッド

（川上産業（株））
締結式の
様子

本紙の情報は新型コロナウイルス感染症拡大により変更となる場合があります。最新の情報は区のHPでご確認ください。
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　区は、障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画の3つの計画を
合わせた「千代田区障害福祉プラン」を策定しました。このプラン
は、区の障害福祉施策の基本的な方向性を示すとともに、各サービ
スの数値目標などを定めています。障害者計画は、6年間の計画期
間の後期にあたり、見直しを行ったものです。計画の全文など詳
しくは、区のHPをご覧ください。
障害者計画としての期間　平成30年度～令和5年度
障害福祉計画・障害児福祉計画としての期間
令和3年度～令和5年度
基本理念　障害等のあるなしに関わらず、その人らしさが尊重さ
れ、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる千代田区の実現
■意見公募の結果
　計画の案を公表し、皆さんからのご意見を募集
しました。実施結果は次のとおりです。
実施期間　令和2年12月20日～令和3年1月15日
意見者数　4名　意見数　22件
問合せ　障害者福祉課障害者福祉係☎5211-4214

千代田区高齢者福祉計画・
第８期千代田区介護保険事業計画を策定

　この計画は、老人福祉法と介護保険法に基づき、高齢者の生活全般における施策
と介護保険事業を円滑に実施するための事項などを示しています。計画の全文な
ど詳しくは、区のHPをご覧ください。
計画の期間　令和3年度～5年度
基本目標　地域包括ケアシステムの推進
　第8期計画では、第7期計画に引き続き、在宅介護を含め高齢者の生活を丸ごと支
援し、安心を支えることを目的として、高齢者総合サポートセンターを中心に地域
包括ケアシステムを推進します。
■第8期介護保険料の基準月額を5,400円に引き上げ
　高齢化の進行や新たな施設の開設などによりサービスの見込み量が増加するな
かで、保険料段階の多段階化継続や、基金からの繰り入れなどにより、第7期と比較
して100円の引き上げと、保険料の上昇を最小限に留めています。
■意見公募の結果
　計画の素案を公表し、皆さんからのご意見を募集しました。実施結果は次のとお
りです。
実施期間　令和2年12月5日～25日　意見者数　0人　意見数　0件
問合せ　高齢介護課高齢介護係☎5211-4321

千代田区
障害福祉プランを策定

令和元年度 千代田区
各会計歳入歳出
決算不認定を踏まえた
措置の報告

　令和元年度千代田区各会計歳入歳出決算の認定については、
令和 2年第 3回区議会定例会において同年 10月 15 日に不認定
となりました。
　区では、当該議決をふまえ、先般発生した「千代田区スポーツ
振興計画」の策定業務における不適正な事務執行について、所管
課および全庁におけるチェック体制の強化、管理監督者の役割
の周知徹底、全庁における情報共有化など、必要と認める措置

を講じました。
　今後は、措置内容の適正な運用と改善を図りながら再発防止
に努めてまいります。
　また、こちらは地方自治法第 233 条第 7項の規定に基づき、
令和3年第 1回区議会定例会において議会に報告いたしました。
詳しくは、区のHPをご覧ください。
問合せ　総務課総務係☎5211-4134

▶千代田区道の道路構造等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
（可決）
▶東郷元帥記念公園改修工事請負契約の一部変更について（可決）
▶職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（可決）
▶千代田区長の給与の特例に関する条例（可決）
▶千代田区教育委員会教育長の任命の同意について（可決）
▶千代田区行政監察員の選任の同意について（２件・可決）
■報告
▶令和元年度千代田区各会計歳入歳出決算不認定に係る措置について

議員提出議案
▶持続化給付金と家賃支援給付金の２度目の支給を求める意見書（否決）

請願
▶辺野古新基地工事の即時中止と「日米地位協定」見直しを求める請願書（不採択）

区長提出議案など
■議案
▶令和2年度千代田区一般会計補正予算第5号 （可決）
▶令和3年度千代田区一般会計予算（可決）
▶令和3年度千代田区国民健康保険事業会計予算（可決）
▶令和3年度千代田区介護保険特別会計予算（可決）
▶令和3年度千代田区後期高齢者医療特別会計予算（可決）
▶令和3年度千代田区一般会計補正予算第1号（可決）
▶公益的法人等への千代田区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条
例（可決）
▶千代田区公共料金支払基金条例（可決）
▶千代田区手数料条例の一部を改正する条例（可決）
▶千代田区消費生活センター条例の一部を改正する条例（可決）
▶千代田区国民健康保険条例の一部を改正する条例（可決）
▶千代田区介護保険条例の一部を改正する条例（可決）
▶千代田区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支
援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部
を改正する条例（可決）
▶千代田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例
の一部を改正する条例（可決）

　令和3年第1回区議会定例会を、2月24日から3月26日まで開催しました。
　この定例会では、区長提出議案21件、議員提出議案1件、請願1件が審議され、報告が1件ありました。
詳しくは「ちよだ区議会だより」や区議会のHP(https://gikai-chiyoda-tokyo.jp)をご覧ください。
問合せ　総務課文書係☎5211-4138　区議会事務局☎5211-4297

区 議 会 定例会 の 報告令和3年 第1回

教育長に
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米
ご め

孝
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尚
ひ さ

氏が
就任

　教育委員会教育長として、
堀米孝尚氏が議会の同意を
得て就任しました。

　無料デジタルブックアプリ・カタログポケット（カタポケ）で広報千代田
を読むことができます。右下の二次元コードからアクセスしてアプリをダ
ウンロードし、ご利用ください。
※ブラウザ版のご利用はhttps://www.catapoke.comへ
※アプリは無料ですが、情報の受信などにかかる通信料は
利用者の負担となります
問合せ　広報広聴課☎5211-4175

発行日に通知

広報千代田が
アプリ（カタログポケット）で読めます
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いきいきライフ千代田区コールセンター　☎3264ー3910 　令和 3年 4月 20日号（10）

　4月下旬に、健康調査用紙を送付します。返送した方には、
個人アドバイス票を送付します。
対象　65歳以上で区内在住の、要介護または要支援認
定を受けていない4月～9月生まれの方
問合せ　在宅支援課地域包括ケア推進係☎6265-6485

5月のはあとサロン
高齢者が気軽に立ち寄れる交流スペース。今月のオススメをご紹介します。
対象　60歳以上の区内在住者(申込順／アキバみんなのサロンは年齢制限なし）
申込方法　4月22日（木）午前9時から前日までに電話またはファクス(12面記入例参照)で①②は社会福祉協議会            
(☎3265 -1901 FAX3265 -1902 )、 ③④はアキバ分室(☎6285 -2860 FAX6285 -2861 )へ

とき　毎月第2・第4火曜午後2時～（当日直接会場へ）
会場　かがやきプラザ4階（九段南1-6-10） 
対象　60歳以上の区内在住者
内容　事業概要や仕事内容、入会手続きの説明
持ち物　筆記用具、印鑑、住所・年齢が分かる公的書類
問合せ　シルバー人材センター☎3265-1903

①一番町はあとサロン (一番町12) 28日(金)午前1時30分～午後3時 クラフトバンドで楽しく工作！ 「花のかざりをつくろう」 6名・200円

②三崎町ふれあいサロン （神田三崎町3-1-17） 10日(月)・27日（木）午後1時30分～3時 可愛い小物を作りましょう！ 「手芸タイム」 各3名・150円

③アキバみんなのサロン （外神田1-1-13） 毎週水曜・金曜午後1時～4時
（当日直接会場へ） 脳トレグッズやボードゲームもあります！ 「フリータイム」 15名・無料

④和泉はあとサロン （神田和泉町1-5-10） 13日(木)・27日（木）午後1時30分～3時 初心者も大歓迎！ 「囲碁サロン」 各6名・無料

「認知症」の情報共有や交流ができるカフェ。専門スタッフとの個別相談もあります。
対象　認知症に関心のある方　申込方法　電話で問合せ先へ5月のはあとカフェ

いきいきはあとカフェ
(九段南1-6-10かがやきプラザ1階ひだまりホール)
☎3265-6141

13日(木)午後2～3時 ACP(人生会議)・もしバナ(★)に関する講話(九段坂病院地域医療連携部)
★病気などになる前に「もしものときの話し合いの場」をもってもらうこと

15名
（申込順）

連雀はあとカフェ
(九段南1-6-10かがやきプラザ1階ひだまりホール)
☎5297-2255

21日(金)午後2～3時 新緑街歩き ※かがやきプラザ1階ひだまりホール集合 10名
（申込順）

会場・問合せ とき 定員内容

※日時と内容は変更になる場合あり

※各サロンは週2日～5日開室。このほかにもいろいろなプログラムを用意しています

会場 内容 定員・参加費とき

　心身に障害のある方や重度の障害があるため常に特別な介護が必要な
在宅の方、難病医療費助成を受けている方を対象に、次の制度がありま
す。いずれも所得が基準額を超えている方は対象外です（右下の表参照）。
　詳しくは、区のHPをご覧いただくか、お問い合わせください。
※手当によっては、施設に入所した場合または病院・診療所に3か月を
超えて入院した場合、障害者年金を受給するようになった場合は、受給
資格がなくなります
※₂₃の認定審査には所定の診断書が必要
問合せ　障害者福祉課障害者福祉係☎5211-4128
₁障害者福祉手当（区制度）
　区は、障害のある方や難病患者の方などに対し、日常生活の支援や福
祉の増進を図るため、障害者福祉手当を支給しています。

※次のいずれかに該当する方は手当を受給できません
・施設に入所している
・65歳以上で新規に申請する
・児童育成手当（障害手当）を受給中

対象（いずれかに該当する方） 手当額（月額）

・身体障害者手帳 1・2級
・愛の手帳 1～ 3度
・精神障害者保健福祉手帳 1級
・脳性麻痺または進行性筋委縮症である
・特定医療費（指定難病）受給者証か都の医療券を持っている

15,500 円

・身体障害者手帳 3級　・愛の手帳 4度 10,500 円

₂特別障害者手当（国制度）
対象　20歳以上で重複障害の方（身体障害者手帳1・2級程度かつ愛の手
帳1・2度程度、またはこれらと同等以上の障害がある方）
手当額　月額27,350円
₃障害児福祉手当（国制度）
対象　20歳未満で身体障害者手帳1級・2級の一部、愛の手帳1・2度程
度の方または同等以上の障害がある方
手当額　月額14,880円
₄重度心身障害者手当（都制度）
対象　65歳未満で次のいずれかに該当する方
①重度の知的障害のため常時複雑な介護を必要とする程度の著しい精神
症状にある
②重度の知的障害と重度の身体障害が重複している
③重度の肢体不自由で肢体の機能が失われ、座っていることが困難な程
度以上の障害がある
手当額　月額6万円
所得基準額表

扶養人数 本人の所得 本人が 20 歳未満の場合
扶養義務者または配偶者の所得

0 人 3,604,000 円 6,287,000 円

1人 3,984,000 円 6,536,000 円

2人 4,364,000 円 6,749,000 円

3人 4,744,000 円 6,962,000 円

4人 5,124,000 円 7,175,000 円

5人 5,504,000 円 7,388,000 円

い
き
い
き
ラ
イ
フ

障害がある方への手当（区・都・国制度）

こころとからだのすこやかチェック シルバー人材センター入会説明会



区役所の代表電話　☎ 3264ー2111（11） 　令和 3年 4月 20日号 のびのび子育て

時＝日時　場＝会場　対＝対象　定＝定員　内＝内容　師＝講師　費＝費用・料金（記載のない場合は無料）　締＝締切り　申＝申込方法　問＝問合せ　他＝その他　HP＝ホームページ

事業名 対象・内容 とき
栄養相談 バランスの取れた食事、離乳食など食に関する相談 9時～17時（随時受け付け）

アレルギー相談 0歳～15歳の区内在住者 小児科医のアレルギーに関する相談 18（火）・25（火）9時30分～10時

歯科保健相談（歯科健診）　 区内在住の妊産婦・乳幼児
歯科健診やむし歯予防のためのフッ素塗布など

8（土）9時～11時30分、
12（水）・26（水）12時45分～16時、
19（水）9時30分～11時45分

はみがき教室　 区内在住の乳幼児　 歯磨きを嫌がってさせてくれない、磨けているかどうか自信が
ないなど、むし歯予防に関するお話・相談

27（木）9時30分～11時15分、
14（金）・24（月）13時30分～15時45分

食べ方相談　 区内在住の乳幼児　 食事に時間がかかる、丸飲みする、好き嫌いが多い、口にため
て飲み込まないなど、子どもの食べ方に関する相談 25（火）13時30分～16時

ビーバー相談　 区内在住の1歳児（対象者には通知）　 歯科健診とはみがき実習、歯とお口につい
ての相談 17（月）13時～15時45分

離乳食講習会 区内在住の6か月児とその保護者（対象者には通知します）　
7～8か月児を中心とした離乳食について

21（金）13時～13時45分、
14時30分～15時15分

ちよ♡まま面談　
※平日は予約不要

区内で妊娠届を提出したすべての妊婦　 保健師・看護師による、妊娠・出産・子育て
のさまざまな相談やサービスの案内（誕生準備手当の申請もできます）

平日＝8時30分～17時（最終受け付け16時30分）、
土曜＝8（土）9時～、10時～、11時～（3枠）

乳幼児健診

３～４か月児健診　 区内在住の3～4か月児（対象者には通知します）※ 13(木）・27（木）12時30分～13時45分

１歳６か月児健診 区内在住の1歳６か月児（対象者には通知します）※ 18（火）・25（火）9時30分～10時15分

３歳児健診　 区内在住の3歳児（対象者には通知します）※ 6（木）・20（木）12時30分～13時45分

５歳児健診 区内在住の5歳児（対象者には通知します）※ 11（火）12時45分～14時

会場　千代田保健所（九段北1-2-14）　
問合せ　☎5211-8161 FAX3262-11605月の健康ちぇっく（予約制）

※新型コロナウイルスの感染が拡大しています。咳
せき
・発

熱などの体調不良がある場合は、参加を控えてください。
来所時にはマスクの着用をお願いします

時6月6日(日)10時～11時30分
内ロンドン・リオデジャネイロ オリンピック
200mバタフライ銅メダリストの星奈津美氏に
聞く「夢を叶えるためには」。親子でできるスト
レッチも紹介
対区内在住・在勤・在学者または区内在学の小・
中学生とその保護者　※保護者のみの参加可
定30組60名(抽選)
師星奈津美氏（元競泳選手／写真）、聞き手：井上優（声優）

のびのび
子育て
新型コロナウイルス感染症対策
に係る出産応援事業
　新型コロナウイルス感染症対策とし
て、都は子を出生した子育て世帯に対
し、育児用品・サービスなどに利用でき
る10万円分のギフトカードを送付し
ます。該当する方には5月以降に案内

を送ります。
対令和3年1月1日以降に子を出生した
世帯
※令和3年3月31日までに子を出生し
た世帯は、出生日と4月1日時点で都内
に住民登録されていること
問子育て推進課手当・医療係
☎5211-4230

図書館でおはなし会

時5月9日（日）11時～
場千代田図書館（区役所10階）
対0歳～2歳くらいの乳幼児とその保
護者　定4組（申込順）
内お子さんが本に親しむよう15分程
度の読み聞かせを実施
申4月26日（月）から電話または直接10

階カウンターへ
※土曜・日曜・祝日と平日18時以降は9
階カウンターへ
問千代田図書館☎5211-4290

少年少女相撲大会　わんぱく
相撲千代田場所・都大会予選
時5月23日（日）9時～17時
場スポーツセンター（内神田2-1-8）
対区内在住・在学の小学生
申5月14日（金）（必着）までに区立小学
校の在学者＝直接通学する学校へ、そ
の他の方＝電話またはEメール（12面
記入例参照）で問合せ先へ
問千代田区相撲連盟・荒木
☎050-5307-9080
chiyoda.sumo+wanpaku2021@

gmai l .com

ジュニア空手道教室

時6月5日～7月3日の毎週土曜（全5回）
10時～11時30分
場スポーツセンター剣道場（内神田
2-1-8）
対区内在住・在学の小・中学生
定30名（申込順）

申5月22日（土）（必着）までに往復ハガ
キ（12面記入例参照／性別、学校名も
記入）で問合せ先へ
問千代田区空手道連盟・堀
☎080-5647-5449
〒101-0047内神田2-1-8

こどもの事故を防止しよう

　こどもだけで留守番をする機会が増
えています。特に、昼食時に一人で簡
単に調理できるカップ麺やみそ汁など
を食べるときには注意が必要です。過
去には留守番中のこどもが電子レンジ
で食材を長時間加熱して火災になるな
ど、誤った使い方により火災や事故が
起きています。詳しくは、二次元コー
ドをご覧ください。

問丸の内消防署☎3215-0119、麹町消
防署☎3264-0119、神田消防署☎3257-
0119

　難聴でありながら、身体障害者手帳の交付対象とならない方が、補聴器を購
入するときに費用の一部を助成します。助成には事前の申請が必要です。詳
しくはお問い合わせください。
対身体障害者手帳の対象とならない中等度難聴で次の①～⑤すべてに該当
する児童
①18歳未満で、区内に住所を有し、現に居住している
②聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない
③補聴器の使用により、言語の習得等一定の効果が期待できるという医師の
意見書が得られる
④両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上である
⑤対象児童または対象児童の属する世帯員のうち、最も多い区民税所得割課
税者の課税額が46万円未満である
助成額　補聴器購入費の9割(上限123,300円)
※生活保護法による被保護世帯または区民税非課税世帯は、購入費の全額(上
限137,000円)
※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者に
よる調整が必要な場合は2,000円を加算
※必要な場合に限りFM型システム分費用を加算(ワイヤレスマイク<上限
98,000円>、受信機<上限80,000円>、オーディオシュー<上限5,000円>)
問障害者福祉課障害者福祉係☎5211-4214

　家族で聞いて、話し合いたい心と身体のお話です。オンライン(Zoomを
使用)でご自宅から家族でご参加ください。
申5月20日(木)17時までにHPで問合せ先へ　問九段生涯学習館
☎3234-2841FAX3262-7460　https://www.kudan-ll.info

令和 3年度家庭教育学級
スポーツから深める家族のきずな

時6月20日（日）①11時～12時②13時30分～14時30分
内①お弁当づくりで解説！基本のスポーツ栄養学②親子でつくれる！運
動前後の身体づくり＆疲労回復ご飯
対①区内在住・在勤・在学者または区内在学の児童・生徒の保護者②区内在
住・在勤・在学者または区内在学の小・中学生とその保護者
※保護者のみの参加可
定①30名②30組60名（いずれも抽選）　師堀口泰子氏(栄養士)

2
プログラム 心と身体を育てるジュニアアスリートご飯

令和３年度 千代田区家庭教育学級プログラム

1
プログラム オリンピックメダリストに聞く「夢を叶えるためには」

- 中等度難聴児対象 補聴器購入費の一部助成
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広報千代田は月2回（5日・20日）発行。新聞折込のほか、区の施設などに設置しています。区内在住で郵送をご希望の方は、広報広聴課（☎5211-4175）へご連絡ください。

図書館の催し

内田嘉吉文庫に見る 渋沢栄一とその時代 ～明治・大正期の近代日本～

時6月5日（土）14時～15時30分（13時30分開場）　場日比谷図書文化館地下1階 
日比谷コンベンションホール(大ホール)(日比谷公園1-4)  定60名（申込順）
内民間で産業を興した渋沢栄一と官僚・政治家であった後藤新平の「協業」か
ら両者が近代日本で果たした役割を顧みる　師見城悌治氏(千葉大学教授) 
費区内在住者・学生=500円、その他の方=1,000円　申電話またはHPで問合
せ先へ　問日比谷図書文化館☎3502-3340　https://www.library.chiyoda.
tokyo.jp/hibiya

渋沢栄一と後藤新平 -その「協業」から近代日本を顧みる-関連講座

特別研究室企画展示

■注意事項
・往復ハガキの場合は、返信側にも住所、氏名を記入
・E メールの場合は、件名に催しなどの名称を記入 

申し込み先からメールを受信できるように設定を
・消せるペンは使用不可
■託児サービスを希望する方へ
　（本文中に記載がある場合のみ）
・子どもの氏名（ふりがな）、生年月日も記入
■在勤・在学の方へ
・勤務先（学校名）とその所在地、電話番号も記入
■応募時の個人情報について

厳重に管理し、当該催しなどの開催のためだけに
利用します（区以外が主催のものは、このように取り
扱うように主催者へ要請しています）。

申し込みの記入例

①催しなどの名称
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④年齢（学年）
⑤電話番号

時6月2日(水)14時～16時
場帝国ホテル（内幸町1-1-1）
対18歳以上の方(高校生を除く)
定20名(抽選)
内開業130周年を迎えた帝国ホテル。特製
ケーキをいただきながら、初代会長「渋沢
栄一」の想いや教えを通してホテルの歴史
と魅力に迫る
師帝国ホテル東京スタッフ、川上恵氏（（公財）渋沢栄一記念財団渋沢資料館
副館長）
費区内在住者・すぽすた会員=5,000円、その他の方=5,500円（いずれも飲食
代含む）
申5月20日(木)17時までにHP、電話またはファクス（記入例参照）で問合せ先へ
問九段生涯学習館 ☎3234-2841 FAX3262-7460　https://www.kudan-ll.info

帝国ホテルと渋沢栄一
- 受け継がれる想いと魅力 -

九段 LLカフェ講座

ゲートボール大会

時5月15日（土）8時30分～
場外濠公園総合グラウンド（五番町先）
定12チーム（申込順）
費1チーム4,000円
申 4月30日（金）（必着）までに電話ま
たはファクス（記入例参照）で問合せ
先へ
問千代田区ゲートボール協会・隠岐
☎・FAX3256-4186

ニュースポーツ講習会
(グラウンド・ゴルフ)
時5月16日（日）10時～12時（受け付け
9時30分～）
場西神田公園（西神田2-3-11）
対中学生以上の区内在住・在勤・在学
者
定15名（申込順）
内専用のクラブなどを使って、ボール
がホールポストに入るまでの打数を競
うグラウンド・ゴルフ
費500円（傷害保険料を含む）
申5月6日（木）（必着）までに所定の申込
用紙（問合せ先・スポーツセンターな
どで配布／HPからダウンロード可）を
ファクスまたはEメールで問合せ先へ
問生涯学習・スポーツ課スポーツ振興
係（区役所6階）
☎5211-3627 FAX 3264-1466
shogaigakushuu@city.chiyoda.

lg.jp

第30回ニュースポーツ大会
(春季／グラウンド・ゴルフ)
時5月23日(日)10時～12時(受け付け
9時30分～)
場西神田公園(西神田2-3-11)
対中学生以上の区内在住・在勤・在学者
定15名(申込順)
内専用のクラブなどを使って、ボール
がホールポストに入るまでの打数を競
うグラウンド・ゴルフ
費500円(傷害保険料を含む)
申5月12日（水）（必着） までに所定の申
込用紙(問合せ先・スポーツセンターな
どで配布／HPからダウンロード可)を
ファクスまたはEメールで問合せ先へ
問生涯学習・スポーツ課スポーツ振興
係（区役所6階）
☎5211-3627 FAX 3264-1466
shogaigakushuu@city.chiyoda.lg.jp

他ニュースポーツ講習会に参加してい
なくても大会に出場できます

卓球教室2期

時5月31日～7月5日の毎週月曜（6/21
を除く全5回）
■入門・初心者クラス　10時～11時30
分=初めてラケットを持つ方から基本
技術を学びたい経験者
■中級者クラス　13時～14時30分=
フォア・バック・ツッツキのラリーが
50本以上できる経験者
※新型コロナウイルス感染防止策とし
て実施時間を短縮して開催

場スポーツセンター（内神田2-1-8）
対15歳以上の方（中学生を除く）
定各8名（抽選）
費7,500円
申5月17日（月）（必着）までに往復ハガ
キ（1人1枚／記入例参照／性別も追記）
で問合せ先へ
問スポーツセンター☎3256-8444
〒101-0047 内神田2-1-8

アーチェリー初心者講習会

時6月2日～18日の毎週水曜・金曜（全6
回）18時30分～

場スポーツセンター（内神田2-1-8）
対小学5年生以上の区内在住・在勤・在
学者
定20名（抽選／区内在住者を優先）
費3,000円（傷害保険料を含む）
申5月25日（火）（必着）までに往復ハガ
キまたはEメール（記入例参照／勤務
先、利き手、身長も記入）で問合せ先へ
問千代田区アーチェリー協会・野崎
☎3690-4403
chiyodaarchery@gmail.com

〒101-0047内神田2-1-8

広　告

時～6月30日（水） 休館日 5月17日（月）、6月21日
（月）　場日比谷図書文化館4階特別研究室 (日比
谷公園1-4)　内共に日米間に海底電信線の敷設
を計画するなど渋沢栄一と関わりが深かった内
田嘉吉の旧蔵書・内田嘉吉文庫から渋沢関連資料
を展示するとともに近代化する明治・大正期の風
景をパネルで紹介　問日比谷図書文化館☎3502-
3340 https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/
hibiya

海運橋第一銀行『東京大日本名
勝之内』（勝山英三郎／1891年）

令和3年4月23日（金）・5月14日（金） 18：00～20：00（事前予約制）

画像提供：帝国ホテル
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問合せ
千代田保健所（九段北1-2-14）
☎5211-8161 FAX3262-1160

5月の保健ガイド（予約制） 会場　千代田保健所（九段北1-2-14）
問合せ　☎5211-8161 FAX3262-11605月の健康チェック（予約制）

会場　千代田保健所（九段北1-2-14）　
問合せ　☎5211-8161 FAX5211-81905月の休日応急診療

jinzai@chiyoda-cosw.jp

九段生涯学習館でサークル
活動に参加しませんか
　九段生涯学習館は、生涯学習の振興
を図るため、グループ・サークルなど
の団体が行う活動を支援しています。
文化芸術・スポーツなどさまざまなジャ
ンルの生涯学習サークルが日々活動し
ています。新しいことを始めてみたい
方、九段生涯学習館で新たな楽しみを
見つけてみませんか。
参加方法　団体登録と会員名簿などの提
出が必要。詳しくは問合せまたはHP参照
問九段生涯学習館☎3234-2841
https://www.kudan-ll.info

ファミリー・サポート・センター
支援会員を募集
　ファミリー・サポート・センターは、
子育てのサポートをしてくれる方（支
援会員）と子育てのサポートを必要と
している方（依頼会員）で構成される、
地域の力で子育てを支え合う会員組織
です。
　支援会員には、1時間につき950円
～1,150円（活動報酬と事務経費を合
わせた金額）が支払われます。
■支援会員養成講座

認知症サポーター養成講座

認知症の人と家族を地域で支えるために
時5月22日（土）10時～12時
場※オンライン (Z

ズ ー ム
oom) 開催

定30名（申込順）
内地域で認知症の人とその家族を支え
るために、基本的な知識や対応を学ぶ。
講座終了後、参加者全員に認知症サ
ポーターカードを発行。ボランティア
活動の紹介もあり
師キャラバン・メイト（★）
★自治体などが実施する認知症サポー
ター養成講座講師養成研修の修了者
申5月14日（金）までに電話、ファクス
またはEメール（12面記入例参照）で
問合せ先へ
問かがやきプラザ研修センター
☎6265-6560 FAX3265-1162

　活動前に必修科目をすべて修了する
必要があります（必修科目の受講後2
年以内に選択科目の受講が必要）。
時必修科目＝5月29日・6月5日、選択科
目＝6月19日・26日（いずれも土曜／各
科目全2回）9時30分～17時（予定）
※詳しい時間割は問合せ先へ
場かがやきプラザ4階（九段南1-6-10）
対18歳以上の健康な区内在住・在勤・
在学者（高校生を除く）
定20名（申込順）
申5月24日（月）までに電話、ファク
スまたはEメール（12面記入例参照）
で問合せ先へ
問千代田区ファミリー・サポート・セ
ンター☎6265-6523 FAX3265-1902
famisapo@chiyoda-cosw.jp

自動車税種別割に係る課税
免除の期間が延長されました
　環境負荷の小さい次世代自動車の取
得を税制面から支援するため、電気自
動車などを取得した場合に初回新規登
録を受けた年度と翌年度から5年度分
の自動車税種別割を免除する措置を、
5年間延長します。あわせて、本措置
の名称が「ZEV導入促進税制」に変更
されます。
対令和8年3月31日までに取得した
電気自動車（EV）・プラグインハイブ
リッド自動車（PHV）・燃料電池自動
車（FCV）
問東京都自動車税コールセンター
☎3525-4066

（都）子育て支援員研修（第1期）受講生募集
　保育や子育て支援分野の各事業に従事するうえで必要な知識や技術など
を有する「子育て支援員」の養成研修（地域保育コース）を行います。
対子育て支援事業従事を希望する区内在住・在勤者
申4月23日（金）～5月13日（木）（必着）までに書留郵便で申込書を問合せ先へ
※詳しくは申込要項（子ども支援課<区役所2階>で配布）
　または問合せ先のHPで入手可
問（公財）東京都福祉保健財団☎3344-8533
https://www.fukushizaidan.jp/111kosodateshien

骨密度測定会
16歳以上の区内在住者
・骨密度測定（640円）　・血管年齢測定（無料）
・結果は、医師または保健師が当日説明
・測定は同一年度内1回まで
・3日前までに申し込みが必要

14（金）9時～12時
※生活習慣病予防相談
と同時に受けられます

生活習慣病予防相談
20歳以上の区内在住者
・血管年齢測定（無料）　・栄養相談、運動相談、健康相談
・3日前までに申し込みが必要

14（金）9時～12時
※骨密度測定会と同時
に受けられます

心の相談室
区内在住で心の問題で悩んでいる方とその家族

13（木）・28（金）
13時30分～15時30分

肝炎ウイルス検査
16歳以上の区内在住で過去に肝炎ウイルス検査を受
けていない方
・3日前までに申し込みが必要　・結果は郵送します

7（金）9時30分～10時

HIV・性感染症
（梅毒・クラミジア・淋菌）相談・検査 7（金）9時～9時30分

ふん便のノロウイルス検査
区内在住・在勤・在学者（有料）　　
・RT-PCR法　6,000円
・リアルタイムPCR法　9,100円
事前に採便管を取りに来てください

7（金）・11（火）・14（金）・
18（火）・21（金）・25（火）・
28（金）
13時～15時

細菌検査
（赤痢菌・チフス菌・パラチフスＡ菌・サルモネラ・
腸管出血性大腸菌O

オー

157の健康管理検便）
区内在住・在勤・在学者（有料）　　
・予約不要（事前に採便管を取りに来てください）
・腸管出血性大腸菌Ｏ

オー
26およびＯ

オー
111の検便（料金

別途）

7（金）・11（火）・14（金）・
18（火）・21（金）・25（火）・
28（金）
13時～16時

事業名・対象など とき

精神デイケア
区内在住で心の病気のある方

7（金）・14（金）・21（金）
9時30分～11時30分

えみふる
（神田駿河台2-5）

難病リハビリ教室
（相談・指導）

26（水）
13時30分～15時 千代田保健所

事業名・対象など とき 会場

場所　千代田保健所（九段北1-2-14） 最寄り駅＝九段下駅5番出口

開設日　2日・3日・4日・5日・9日・16日・23日・30日

休日診療案内等
●消防署病院案内（24時間）=丸の内消防署☎3215-0119、麹町消防署☎3264-0119、
神田消防署☎3257-0119
●消防庁救急相談センター（24時間）☎♯7119（ダイヤル回線からは☎3212-2323） 
●医療機関案内サービス「ひまわり」（24時間）☎5272-0303　
https://www.himawari.metro.tokyo.jp

平日準夜間の小児科診療
とき　月曜～金曜19時～22時（受け付けは21時45分まで）
会場　日本大学病院・ちよだこども救急室（神田駿河台1-6）　対象　中学生以下
※受診するときは、事前に電話で日本大学病院（☎3293-1711）へ※健康保険証・こども医療証が必要

※事前に電話で予約のうえ、担当者の指示に従って受診してください
※受診の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用してください
※健康保険証・こども医療証が必要
※調剤薬局は、千代田保健所以外の薬局でも当番制で開設。詳しくは、区のHP参照

内科・小児科 9時～12時30分、
14時～17時30分、19時～21時30分 ☎5211-8202

歯科 9時～16時30分 ☎5211-8203

調剤薬局 9時～21時30分 ☎5211-8197

診療科目 受付時間 電話番号（開設日のみ）

国民年金種別が変更となる場合は、変更の届け出を忘れずに
　国内に居住する20歳以上、60歳未満の
すべての方は、何らかの公的年金制度への
加入が法律で義務付けられています。
　国民年金の加入種別は3種類あり、種別
が変わったときは届け出が必要です。届
け出を忘れると、将来年金が受け取れない
こともあります。変更の手続きが必要に
なった場合は、忘れずに行いましょう。

加入種別　第1号保険者＝自営業や自由
業、20 歳以上の学生、無職の方など、第2号
保険者＝会社や官公庁に勤めている方（厚
生年金の加入者）、第3号保険者＝第2号被
保険者に扶養されている配偶者が対象
種別変更となるケース　右表
問千代田年金事務所☎3265-4381

種別変更となるケース 変更後の種別・届け出先
第2号被保険者が退職した（第3号被保険者
になる場合を除く／退職する第2号被保険
者に扶養されていた第3号被保険者も含む）

変更後　第1 号被保険者
届け出先　区市町村の国民
年金担当窓口

第1号被保険者または第3号被保険者が就職
して厚生年金に加入した

変更後　第2号被保険者
届け出先　勤務先

厚生年金の加入者に扶養されることとなった 変更後　第3号被保険者
届け出先　扶養者の勤務先

生活
 ほっと
  ライン

中止
となっています

現　在
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時＝日時　場＝会場　対＝対象　定＝定員　内＝内容　師＝講師　費＝費用・料金（記載のない場合は無料）　締＝締切り　申＝申込方法　問＝問合せ　他＝その他　HP＝ホームページ

7月のスポーツ施設の利用申し込み抽選（スポーツセンターのみ8月分）

5月の各種相談（無料／受付時間は終了の30分～1時間前） 日程が変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。
★家族、介護などの事業者も相談可

名称 対象 相談内容 日時・場所・問合せ

法律相談（予約制）

区内在住・
在勤・在学者

相続、婚姻関係、借地・借家など（弁護士が応対） 時7（金）・12（水）・14（金）・19（水）・21（金）・26（水）・28（金）13時～15時45分
場区民相談室（区役所２階）　問区民相談室☎5211-4176

税務相談（予約制） 確定申告、相続・贈与税など 時13（木）・27（木）13時～15時30分
場区民相談室（区役所２階）　問区民相談室☎5211-4176

不動産相談 地代・家賃、賃貸、売買など 時6（木）・20（木）13時～15時30分（先着順）（受け付け12時30分～15時）
場区民相談室（区役所２階）　問区民相談室☎5211-4176

土地家屋調査士相談 土地・建物の調査・測量、不動産登記など 時20（木）13時～15時30分（先着順）（受け付け12時30分～15時）
場区民相談室（区役所２階）　問区民相談室☎5211-4176

司法書士相談 遺言、相続、登記、借地・借家など 時13（木）13時～15時30分（先着順）（受け付け12時30分～15時）
場区民相談室（区役所２階）　問区民相談室☎5211-4176

行政書士相談 相続、許認可手続き、外国人ビザなど 時18（火）13時～15時30分（先着順）（受け付け12時30分～15時）
場区民相談室（区役所２階）　問区民相談室☎5211-4176

社会保険・労務相談 社会保険、労働条件、仕事の悩みなど 時11（火）13時～15時30分（先着順）（受け付け12時30分～15時）
場区民相談室（区役所２階）　問区民相談室☎5211-4176

行政相談 国政などへの苦情・要望など 時11（火）13時～15時30分（先着順）（受け付け12時30分～15時）
場区民相談室（区役所２階）　問区民相談室☎5211-4176

一般相談 区政への問い合わせや日常生活のことなど 対区内在住・在勤・在学者　時平日8時30分～17時
場区民相談室（区役所２階）   問区民相談室☎5211-4176

消費生活相談 商品の購入・契約など消費生活で困っていること（消費生活
相談員が応対）

時平日9時～16時30分　場消費生活センター（九段南1-6-17千代田会館8階） 
問消費生活センター☎5211-4314

多重債務相談
（予約制） 債務整理・整理後の生活など（弁護士が応対） 時24（月）13時～15時45分（受け付けは15時15分まで）

場区民相談室（区役所2階）　問消費生活センター☎5211-4314

経営相談（予約制） 中小企業者
起業予定者

中小企業経営に関する経営課題や創業に関することなど（中
小企業診断士が応対）。出張相談は休止中

時平日9時～17時　場経営相談室（九段南1-6-17千代田会館8階）
問商工観光課商工融資係☎5211-4344

男女共同参画センター
M
ミ ュ ウ
IW相談室

（予約制）

区内在住・
在勤・在学者

一般相談　夫婦やパートナー・家族関係、子育て、人間
関係、働き方、ハラスメント、DV、性暴力、犯罪被害な
どの悩み（託児サービスあり〈有料・要予約〉／毎週金曜
は英語での相談も可能）

時毎週木曜・土曜10時30分～15時30分、
毎週火曜・水曜・金曜16時30分～20時30分
※DVで緊急を要する場合は、生活支援課（区
役所3階☎5211-4126）へ

場MIW相談室（区役所10階）
問MIW相談室☎5211-4316

（予約専用電話／話し中の場合
☎5211-8845）法律相談（女性限定／女性弁護士が応対） 時11（火）13時～15時30分

ＬＧＢＴｓ相談　性自認（心の性）や性的指向（好きになる性）
に関する悩み 時13（木）・27（木）16時30分～19時30分

女性・ひとり親家庭
相談 区内在住者

DV、ひとり親家庭など女性のさまざまな悩み（女性相談・ひ
とり親家庭自立支援員が応対し必要な場合は緊急避難など
の保護、公的制度や貸付金、専門相談機関の案内など自立
に向けた支援を実施）

時平日8時30分～17時
場生活支援課生活支援係（区役所３階）
問生活支援課生活支援係☎5211-4126

人権身の上相談
（予約制）

区内在住・
在勤・在学者

人権の侵害や身の上の心配ごと（人権擁護委員が応対／相
談日前日17時までに要予約）

時 25（火）13時～15時 電話相談のみ
問国際平和・男女平等人権課男女平等人権係☎5211-4166

保健福祉
オンブズパーソン
相談（予約制）

区内在住者
保健福祉サービス全般への相談・苦情（郵送での相談も受け
付け可。郵送の場合は、福祉総務課保健福祉オンブズパー
ソン事務局〒102-8688九段南1-2-1）　

時11（火）越永至道氏（社会福祉士／主に高齢者・障害者関係）、26（水）佐藤まゆみ氏
（淑徳大学短期大学部教授／主に子育て保育関係）いずれも14時～16時
場区役所会議室　問福祉総務課厚生係☎5211-4211

福祉専門法律相談
（予約制）

区内在住・
在勤・在学者

★

福祉や成年後見制度、消費者被害に関する悩み、相続や遺言
の相談（弁護士が応対／ちよだ成年後見センター職員も同席）

時13（木）石川氏（弁護士）、27（木）澄川氏（弁
護士）いずれも14時～16時20分

場ちよだ成年後見センター
（九段南1-6-10かがやきプラザ4階）
問ちよだ成年後見センター
☎6265-6521成年後見制度相談 成年後見制度の利用、後見活動の悩みや不安 時平日8時30分～17時

介護カウンセリング
（予約制）

区内在住者
★

介護によって生じるストレスに関すること（介護ストレス、高
齢者虐待、ターミナル期の家族の心のケア、死後の家族の
心のケアなど／専門のカウンセラーが応対）

時11（火）10時～14時、22（土）13時～17時
場かがやきプラザ1階相談室（九段南1-6 -10）
問かがやきプラザ研修センター☎6265-6560

障害者相談 地域活動支援センターの機能や障害者福祉に関すること、
心身の健康に関することなど

時平日9時～17時　場障害者福祉センターえみふる（神田駿河台2-5）
問障害者福祉センターえみふる☎3291-0600　FAX3291-0608

障害者よろず相談 障害のある方やそのご家族、障害者手帳を持たない心の
病や発達障害のある方などのあらゆる悩みや困りごと

時平日９時～19時、土曜10時～17時　場障害者よろず相談 M
モ フ カ
OFCA（一ツ橋

1-1-1パレスサイドビル1階）　問障害者よろず相談 MOFCA ☎6269-9755　
FAX6269-9754　 info@mofca.net

障害者就労相談室
（予約制）

障害がある方の就職活動や職業訓練のアドバイス、在職
中で職業上の悩みなど（ジョブコーチ〈職場適応援助者〉
が対応／障害者手帳がなくても相談可）

時19（水）9時～16時　場障害者就労支援センター（区役所3階）
問障害者就労支援センター☎3264-2153　FAX3556-1223

くらしと仕事・家計に
関する相談 区内在住者 生活の悩みごとや心配ごとの解決方法を考える。家族や身

近な方の相談も受け付け
時平日8時30分～17時　場生活支援課生活支援係（区役所３階）
問生活支援課生活支援係☎5211-4126

名称 申込期間 抽選 空き施設受け付け

①外濠公園
野球

5月10日（月）～20日（木） 5月25日（火） 6月1日（火）
テニス

②花小金井運動施設（野球など） 5月1日（土）～20日（木）（5/17（月）は休館） 6月1日（火） 6月2日（水）

③スポーツセンター（主競技場・プール・卓球場などの団体利用） 5月1日（土）～20日（木）（5/17（月）は休館） 6月1日（火） 6月2日（水）10時～（申込順）

申込方法　①事前に問合せ先で利用登録し、申し込み②③申込書（各問合せ先で配付）を問合せ先へ
利用できない日　①野球：7月4日（日）・18日（日）（少年野球）、毎週月曜の8時～12時（グラウンド整備）③8月16日（月）（休館日）、8月1日（日）～13日（金）の主競技場（東京
2020オリンピック競技大会「バレーボール」公式練習会場開設のため）　※このほかにも区の事業などのため、利用できない場合あり。詳しくは各問合せ先へ
問合せ　①②九段生涯学習館（九段南1-5-10）☎3234-2841③スポーツセンター（内神田2-1-8）☎3256-8444
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広報千代田は月2回（5日・20日）発行。新聞折込のほか、区の施設などに設置しています。区内在住で郵送をご希望の方は、広報広聴課（☎5211-4175）へご連絡ください。

　小椋久美子さん（北京2008オリンピック／バドミントン／写真左）と永田
裕幸さん（リオ2016パラリンピック／車いすバスケットボール／写真右）を
講師に迎えて、アスリートによるデモンストレーションとオリンピック・パラ
リンピック競技の体験会を開催します。

時5月30日（日）13時30分～15時（13時受け付け）
場スポーツセンター(内神田2-1-8)
定同伴者含めて60名（申込順）
申5月17日（月）までに、電話、所定の申込書（区HPからダウンロード
または問合せ先で配布）をファクス、Eメールまたは郵送で問合せ先へ
問生涯学習・スポーツ課☎5211-4188 FAX3264-1466
oripara@city.chiyoda.lg.jp　〒102-8688九段南1-2-1

屋内人気競技体験で盛り上がろう!
新型コロナウイルス感染症の相談窓口

■東京都発熱相談センター
　☎5320-4592
　（24時間365日）

一般相談窓口（コールセンター）
■千代田区電話相談窓口（コールセンター）
  ☎5211-4111
　（平日８時30分～17時）

■東京都新型コロナコールセンター
　☎0570-550571
   （多言語・ナビダイヤル）
　FAX5388-1396
   （聴覚障害がある方など）
　（毎日 9 時～ 22 時） 

■厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）
　   0120-565653
　（9時～21時）
■外国人旅行者向け（観光庁）
　☎050-3816-2787
　（24 時間 365 日）

ワクチンについて

■千代田区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
　☎5211-4114（平日9時～17時）

■厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター
　　 0120-761-770（毎日9時～21時）

かかりつけ医等
かかりつけ医等、
地域の身近な医療機関に
お電話ください。

受診相談窓口
かかりつけ医がいないなど、
受診する医療機関に迷う方

予防・検査・医療に関すること症状のある方

Let’s2020　東京 2020 大会直前

　世界には思想や文化などさまざまな理由で「食の禁忌（タブー）」を持
つ人たちがいますが、日本ではあまり意識されておらず、「食の多様性
（フードダイバーシティ）」への理解が進んでいない現状があります。
　また、新型コロナウイルスの影響で、昨年の訪日外国人客数は約411
万人でしたが、2019年は約3,188万人と史上最高を記録しており、国内
では受入れ態勢の強化が重要視されています。
　そのため、区は飲食店や宿泊施設向けに、ハラールやベジタリアン、

ヴィーガン、グルテンフリーといった食の多様性について学べる動画を
5本作成しました。動画はいずれも千代田区公式YouTubeチャンネル
にて1本10分以内で視聴できます。どなたでも視聴できますので、この
機会に「食の多様性」にぜひ触れてみてください。
※ネット環境がない方へDVDを用意しています（数量限定）。
　お気軽にお問い合わせください
※こちらでご紹介する内容はあくまで一例です

問商工観光課商工振興係☎5211-4185  FAX3261-5908　 shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp 

食の多様性を学ぶ動画を配信中

①ハラールって
なあに？ハラールに
関する基礎知識

④ベジタリアン、ヴィーガン、
グルテンフリーって何だろう？

②具体的に聞いて
みました、ムスリム
対応のヒント

③工夫いろいろ、
ムスリム対応事例の紹介

⑤食の多様性に取り組むお店を
見てみよう！

　パラリンピック正式種目ボッチャを体験しながら楽しさを知りませんか。
未経験者でも講師がルールなどの説明をするので、安心してご参加ください。

公開講座「ボッチャ」参加者募集
東京 2020 パラリンピック正式種目

時5月5日(水・祝)13時30分～15時30分
場障害者福祉センター えみふる（神田駿河台2-5）
対区内在住・在勤・在学者(障害の有無は問いません) 　定18名（申込順）
申5月4日（火・祝）17時までにHP、電話、ファクス、Eメール（12面記入例参照）
または直接問合せ先へ
問障害者福祉センターえみふる　☎3291-0600 FAX3291-0608
emifuru@chime.ocn.ne.jp　https://emifuru.com

体験競技
・バドミントン
・車いすバスケットボール
・ボッチャ
※グループに分かれて全競技を体験できます
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編 集

記後

　普段何気なく渡っている橋ですが、よく考えると橋を造るってスゴイことだと感じました。しかも今回特集した常磐橋はコンクリートで
固めず、石を積んで造っています。区役所にはそんな難工事をやり遂げる技術者達がいて、私も彼らとともに働いていると思うと、なんだか
誇らしい気持ちになりました。国指定史跡「常磐橋」。ぜひ皆さんも一度渡ってみてください！ (千野)

千代田区の名物「ちよだのさくらまつり」は、新型コロナウイルス感染症の影響で、2年連続の中止となりました。
来年こそは、コロナ禍を乗り越え、この素晴らしい桜を多くの皆様に楽しんでいただけることを願っています。

「
ま
た
、来
よ
う
よ
」

次
の
満
開
を
楽
し
み
に
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募集自主的なまちづくり活動を応援する

「千代田まちづくりサポート」
応募相談を5月10日（月）から受付開始

　千代田まちづくりサポート（まちサポ）は、千代田区を活気ある、住み良い魅力
的なまちにしようと市民レベルで頑張っているまちづくり活動や、これから始め
ようとするまちづくり活動を支援しています。
　第21回の事業概要・スケジュールは下記の
とおりです。なお、応募にあたっては、まちみ
らい千代田ウェブサイトに掲載している「応
募の手引き」をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンラインでの開催となる
場合があります。
■問合せ　協働まちづくり・総務グループ　☎3233-7556

　「独立したい」「経営の基本を学びたい」「定年を機に起業したい」方を対象
に、起業の基礎が学べる起業塾をオンラインで開催します。
　これまで会社員・主婦の方や学生、シニアの方など幅広い方が受講されて
います。カリキュラムは起業に必要なマーケティングや財務など基本を学び、
事業計画書を作成し、起業を具体化する際に役立てていただきます。

　（仮題）ウィズコロナ時代の総会・理事会の運営方法を
テーマとして開催します。なお、参加には事前の申し込み
が必要です。

※オンライン開催のため、託児サービスの利用はできません。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用、会場入室
　時の手指の消毒、職員による検温にご協力をお願いします。

■助成対象
　地域に元気をもたらし、コミュニティの活性化に貢献する活動
　現在・将来にわたって住みよい魅力的な都市環境づくりに貢献する活動など
■助成部門（助成額）

■応募資格
　千代田のまちづくりに関する活動に取り組んでいる3人以上のグループなど
　詳細は「応募の手引き」をご覧ください。

事業概要

5月10日（月）〜28日（金）
応募にあたっての質問・相談を受け付けます。
場所：公益財団法人まちみらい千代田 窓口
時間：要電話予約

5月17日（月）〜 6月18日（金）
所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、メールにて
ご提出ください。
提出先：machisapo@mm-chiyoda.or.jp

11月（予定）
これまでのまちづくり活動状況や今後のスケジュール
を発表していただきます。また、普請部門の二次審査を
実施します。
★YouTubeでライブ配信予定

令和4年4月（予定）
1年間のまちづくり活動の成果を発表していただきます。
★YouTubeでライブ配信予定

7月18日（日）9：00〜17：00（予定）
応募内容の発表後に助成の可否・助成額を決定します。な
お、はじめて部門は書類審査で助成の可否を決定します。
場所：ちよだプラットフォームスクウェア5階
★YouTubeでライブ配信予定

8月上旬（予定）

8月下旬（予定）
助成グループ同士でそれぞれの活動内容や想いを共有し、今
後の活動に役立つ交流や連携のきっかけづくりを行います。

応募相談
（必須）

中間発表会
普請部門
二次審査

公開審査会

助成金交付

はじめて交流会

活動成果
発表会

応募受付

募集 募集

オンライン
講座

第３回マンション管理講座開催

■募集開始　区民…5月6日（木）9時～　　一般…5月13日（木）9時～
■日　　時　6月10日～8月5日　毎週木曜（全9回）18時45分～20時55分
　　　　　　なお、7月22日(木・祝)分は、7月21日(水)に開催します。
■会　　場　オンライン（Zoomを使用します）
■定　　員　20名（定員になり次第、締切）
■受 講 料　区民・学生5千円　一般1万円
■申 込 み　まちみらい千代田ウェブサイト
　　　　　　（右記二次元コード）をご確認ください。
■問 合 せ　産業まちづくりグループ　☎3233-7558

■日　　時　5月19日（水）18時30分～20時30分
　※新型コロナウイルス感染症の影響で、延期・中止となる場合があります。
■会　　場　ちよだプラットフォームスクウェア５階会議室
　　　　　　（千代田区神田錦町3-21）
■受 講 料　無料
■講　　師　奥

おく
西
にし

史
し

郎
ろう
（マンション管理士）

■申 込 み　☎3233-3223　  kyojyu@mm-chiyoda.or.jp
　　　　　　①氏名 ②住所 ③マンション名 ④電話番号を記載のうえ、
　　　　　　お申し込みください。
■対　　象　千代田区内マンションの居住者、管理組合役員、所有者
■定　　員　２０名（先着順）
■問 合 せ　住宅まちづくりグループ　☎3233-3223

  

時  月曜日～金曜日（土日祝を除く） 
 午前9時～午後5時（受付は午後4時まで）

場  千代田区神田錦町3-21 
ちよだプラットフォームスクウェア4階

対 千代田区内のマンション居住者および所有者
予 応相談 （個人情報が公開されることはありません）
問 住宅まちづくりグループ　☎3233－3223

 

マンション相談窓口開設中（無料）

千代田ビジネス起業塾
〈一般起業家編Ⅰ〉 受講生募集！

時  応相談 
（お問い合わせからおおむね1週間前後）
場  千代田区神田錦町3-21 

ちよだプラットフォームスクウェア
申 電話にて予約状況をご確認ください。
　 相談内容は、ビジネス相談に限ります。
問 産業まちづくりグループ
　 ☎3233－7558

中小企業向けビジネス法律相談随時受付中（無料）

はじめて部門
（一律5万円） 始めたばかりのまちづくり活動に対する助成

一般部門
（5～50万円）

継続して自立を目指すまちづくり活動に対する
助成

普請部門
（最大500万円） 

歴史的建造物や地域の小スペース等を改修して
活用するまちづくり活動への助成

　まちみらい千代田では管理組合運営、修繕、建替
え、マンション防災などマンションに関するさま
ざまな分野の書籍を所蔵しています。所蔵書籍の
リストは、まちみらい千代田のウェブサイトで公
開しています。
問 住宅まちづくりグループ
　 ☎3233-3223

 

マンション管理に関する書籍貸出中（無料）



紙面へのご意見・ご感想、広告掲載希望は、まちみらい千代田まで☎ 3233-7555

まちみらいニュース  ◇令和3年4月20日◇

　マンションを初めて購入した方は、管理組合の運営、総会への参加と聞
いてもピンとこないのではないでしょうか。
　マンションを購入すると、必ずマンションの管理組合の構成員となります。
そして、この管理組合は、強制加入・脱退不可という特性のある団体となっ
ています。
　複数の区分所有者（組合員）が存在する共同住宅である「分譲マンション」
では、管理組合員全員による多数決によって意思決定を行います。その意
思決定を行う場を「総会」と言い、年に1回以上開催することが法律で定め
られています。また、総会で選任された役員（理事）で構成される理事会は、
管理組合の業務を執行します。総会でマンションの維持・管理の内容等に
ついて決定し、実際に動くのが理事会ですので、総会がマンションの決定
機関、理事会が業務の執行機関という位置づけです。
　総会の開催は管理者（通常は管理組合の理事長）が区分所有者全員に呼
びかけて開催します。
　各区分所有者は、総会での議決にあたっての権利として議決権を持って
いて、その割合は原則、所有している共用部分の共有持分割合（専有部分の
床面積の割合）によります。
　毎年定期的に開催する総会を「通常総会」と言い、その総会では毎年の
決算報告や次年度の活動計画や予算、役員の選任、管理会社との委託契約
などが主な議題となります。
　マンションは区分所有者全員で維持・管理していくものです。マンショ
ンを適正に維持・管理して、快適な
マンション生活を送るためにも、
マンションの管理等に積極的に関
わっていくことが大切です。
　総会の開催通知が届いた際には、
ぜひ、総会に参加しましょう。

マンション管理士　石川陽介

管理組合を適正に運営するために
～管理組合と総会・理事会～

よもやま
話

マンション

コラム紹介

千代田ビジネス大賞歴代受賞企業

イベント

■問合せ　ちよだいちば
（千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア1階）
☎&FAX 5577-3846
※午前中の電話対応はできません。

　平戸市は長崎県北西部の平戸島とその周辺地域に及びます。海に囲
まれ、江戸時代に遡ると、鎖国前にはポルトガルや中国、オランダとの
国際交易港の役割を担っていました。その影響もあり、菓子類などの食
文化には異国情緒あふれるものが多く、「世界文化遺産の島」とも呼ば
れています。
　毎年のちよだいちばで人気の商品は、なんといっても旬の果実「平

ひら
戸
ど

夏
なつ

香
か

」や「あご（飛魚）」を始めとした豊富な海産物
の加工品の数々です。また、南蛮菓子として300
年以上の伝統を誇るカスドースなど平戸市の産品
が60品目ほど勢ぞろいします。どうぞお楽しみに。

長崎県平
ひら

戸
ど

市
し

　4月26日（月）〜5月28日（金）

☆5月月間ご当地まつり☆

ちよだいちばの
イベント情報 毎年大人気！

豊かな海産物と
平戸夏香

長崎県
平戸市

販売店 株式会社日昇緑化研究所 担当：本庄
〒 東京都昭島市中神町 －

： ： ：

💡💡 今お使いの蛍光灯や電球をアイセーブ抗菌 照明に変えるだけ
💡💡 カタログ請求、ご相談、お見積り等、無料で承ります

除菌・抗菌ができる照明を特別価格でご案内！

※奈良県立医科大学医学部にて新型コロナウイルス不活化試験にて効果確認済み

平戸夏香

あごの干物

～区内の優秀な中小企業を発掘し、表彰する「千代田ビ
ジネス大賞」が2008年度にスタートしてから13年が経過
しました。今年度は歴代の大賞受賞企業の現在を紹介し
ていきます。～

他社には真似のできない「技術力」が切り札

17メートル長尺シャフトの加工ができる唯一のメーカー
　嘉永元（1848）年、武具や甲ちゅうの製作を行う刀鍛冶屋として創業しました。
明治維新以降刀鍛冶の技術を基に船舶、大型ポンプなど産業工作機械の軸となる
シャフトやネジの精密加工を行ってきました。新技術を導入し、業界の先駆者とし
て素材部品の精密性、品質の向上に取り組み、長尺シャフトの高難度精密加工がで
きる国内唯一のメーカーであることなどが評価され、第1回千代田ビジネス大賞の
大賞を受賞しました。
あれから13年、黒田機器の今は？
　170余年に渡り幾多の困難を乗り越え、技術を磨
き信用を築き上げてきた同社にとって、コロナ禍は
2021年6月期の決算に多少の影響を与えるものの、
既に発注の引き合いが活発化しているそうです。
　2008年6月期決算の実績値を100とした場合の
2020年6月期決算の主要科目の数値について、現預金は2.8倍に増加し、年商額以
上を保有。借入金は半減。自己資本比率は51%から79％へと上昇し、社員も35名
から42名へと確実に増えています。堅実な経営ぶりがうかがえる数値です。
課題は、工場の拡張と事業承継
　同社は、株式の保有割合や経営の合理化という課題を乗り越えてきましたが、い
まだ課題もあります。一つは、今後の成長のためには600坪の工場が手狭になって
いること、二つ目は、今年社会人となった子息への事業承継をスムーズに行うこと
です。これからも、「信頼」を第一に、より高い技術革新と品質管理を徹底し、わず
かなブレも許されない長尺シャフトの加工精度を追求し、長尺シャフトと言えば「黒
田」の「黒田ブランド」を揺るぎないものにしていく覚悟を感じました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      
 
 
 
 
 

           
           

         

 

経営・資金繰りの相談等のお電話・ご来店をお待ち
しております。 

◎ 千代田区内店舗 

本   店 
神保町支店 
秋葉原支店 
飯田橋支店 
市ヶ谷支店 

📞📞 0120-39-7917 

企業名：黒田機器株式会社　　代表取締役：黒田栄次郎第1回大賞受賞




